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平成２１年第１回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２１年３月６日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２０年第４回定例会付託議案第１

号 名寄市私法上の債権の放棄に関す

る条例の制定について（総務文教常任

委員会報告）

日程第４ 平成２１年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第５ 議案第１号 名寄市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部改正につい

て

議案第２号 名寄市職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市特別職の職員の給

与に関する条例の一部改正について

議案第４号 名寄市教育委員会教育長

の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第５号 名寄市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第６号 名寄市保育所設置条例の

一部改正について

日程第９ 議案第７号 名寄市乳幼児等医療費の

助成に関する条例の一部改正について

日程第10 議案第８号 名寄市重度心身障害者及

びひとり親家庭等の医療費の助成に関

する条例の一部改正について

日程第11 議案第９号 名寄市介護保険条例の一

部改正について

日程第12 議案第１０号 名寄市水道事業の設置

等に関する条例の一部改正について

日程第13 議案第１１号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第14 議案第１２号 市道路線の廃止につい

て

議案第１３号 市道路線の認定につい

て

日程第15 議案第１４号 名寄市固定資産評価審

査委員会委員の選任について

日程第16 議案第１５号 平成２０年度名寄市一

般会計補正予算

日程第17 議案第１６号 平成２０年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第18 議案第１７号 平成２０年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第19 議案第１８号 平成２０年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第20 議案第１９号 平成２０年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算

日程第21 議案第２０号 平成２０年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算

日程第22 議案第２１号 平成２０年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第23 議案第２２号 平成２０年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算

日程第24 議案第２３号 平成２０年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算

日程第25 議案第２４号 平成２０年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第26 議案第２５号 平成２０年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第27 議案第２６号 平成２１年度名寄市一

般会計予算

議案第２７号 平成２１年度名寄市国
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民健康保険特別会計予算

議案第２８号 平成２１年度名寄市老

人保健事業特別会計予算

議案第２９号 平成２１年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第３０号 平成２１年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第３１号 平成２１年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第３２号 平成２１年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３３号 平成２１年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算

議案第３４号 平成２１年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第３５号 平成２１年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第３６号 平成２１年度名寄市病

院事業会計予算

議案第３７号 平成２１年度名寄市水

道事業会計予算

日程第28 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第29 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第30 報告第３号 専決処分した事件の報告

について

日程第31 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２０年第４回定例会付託議案第１

号 名寄市私法上の債権の放棄に関す

る条例の制定について（総務文教常任

委員会報告）

日程第４ 平成２１年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第５ 議案第１号 名寄市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部改正につい

て

議案第２号 名寄市職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 名寄市特別職の職員の給

与に関する条例の一部改正について

議案第４号 名寄市教育委員会教育長

の給与、勤務時間その他の勤務条件に

関する条例の一部改正について

日程第７ 議案第５号 名寄市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第６号 名寄市保育所設置条例の

一部改正について

日程第９ 議案第７号 名寄市乳幼児等医療費の

助成に関する条例の一部改正について

日程第10 議案第８号 名寄市重度心身障害者及

びひとり親家庭等の医療費の助成に関

する条例の一部改正について

日程第11 議案第９号 名寄市介護保険条例の一

部改正について

日程第12 議案第１０号 名寄市水道事業の設置

等に関する条例の一部改正について

日程第13 議案第１１号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第14 議案第１２号 市道路線の廃止につい

て

議案第１３号 市道路線の認定につい

て

日程第15 議案第１４号 名寄市固定資産評価審

査委員会委員の選任について

日程第16 議案第１５号 平成２０年度名寄市一

般会計補正予算

日程第17 議案第１６号 平成２０年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第18 議案第１７号 平成２０年度名寄市介

護保険特別会計補正予算
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日程第19 議案第１８号 平成２０年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第20 議案第１９号 平成２０年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算

日程第21 議案第２０号 平成２０年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算

日程第22 議案第２１号 平成２０年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第23 議案第２２号 平成２０年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算

日程第24 議案第２３号 平成２０年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算

日程第25 議案第２４号 平成２０年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第26 議案第２５号 平成２０年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第27 議案第２６号 平成２１年度名寄市一

般会計予算

議案第２７号 平成２１年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２８号 平成２１年度名寄市老

人保健事業特別会計予算

議案第２９号 平成２１年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第３０号 平成２１年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第３１号 平成２１年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第３２号 平成２１年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３３号 平成２１年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算

議案第３４号 平成２１年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第３５号 平成２１年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第３６号 平成２１年度名寄市病

院事業会計予算

議案第３７号 平成２１年度名寄市水

道事業会計予算

日程第28 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第29 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第30 報告第３号 専決処分した事件の報告

について

日程第31 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員
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１．欠席議員（１名）

１５番 高 橋 伸 典 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 和 田 博 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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ただいまより平成２〇議長（小野寺一知議員）

１年第１回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に高橋伸典議員より遅延の申し出が

ありましたので、御報告をいたします。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

３番 竹 中 憲 之 議員

１７番 田 中 好 望 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

定についてをお諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より３月２６日まで

の２１日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より３月２

６日までの２１日間と決定いたしました。

日程第３ 平成２０〇議長（小野寺一知議員）

年第４回定例会付託議案第１号 名寄市私法上の

債権の放棄に関する条例の制定についてを議題と

いたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

総務文教常任委員会、佐藤靖委員長。

おはよ〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

うございます。議長の御指名をいただきましたの

で、平成２０年第４回定例会におきまして当委員

会に付託されました付託議案第１号 名寄市私法

上の債権の放棄に関する条例の制定について、委

員会における審査経過並びに結果を御報告申し上

げます。

委員会は、総務部長を初め担当職員の出席を願

い、１月１５日及び２月１３日の２回にわたり開

催し、本条例の内容などについて担当職員から説

明を受けた後、慎重に審査を行ったところであり

ます。

付託されました議案は、市長の提案理由の説明

にもありましたように、地方自治体において私法

上の原因に基づいて発生する債権について、必要

な措置を講じてもなお徴収できない場合に、所要

の条件のもとで債権放棄ができるようにするため

に条例を制定しようというものであります。

これまで市が抱える債権については、地方自治

法及び地方税法などの公法上の債権として回収に

努めてきましたが、最高裁判例によって水道料金、

病院診療費、住宅使用料などについては民法適用

の私法上の債権に属するものとなりました。これ

により市が債権放棄する場合は、法的に実施困難

な諸条件を満たす必要があり、回収見込みが立た

ない債権も永久に消滅せずに不納欠損処理もでき

ない状況下となるなどの説明がありました。

各委員から出されました主な質疑では、条例施

行により債権が安易に放棄される状況に至らない

のかとの質問に対しては、債権放棄の前段措置と

して、債権の保全に全力を尽くすのは当然。消滅

時効により回収不能となる事態を招かないよう時

効を中断させる手だてを厳格に実行していくとの

答弁がありました。

さらに、必要な措置を講じたにもかかわらず徴

収することができない場合とは、消滅時効が完成

したときとは、債権放棄の基準はの質問に対し、

法令に基づき早期納入を求める督促を行った上で、

なお納入がない場合に一括納入または分割して納

入することを約束させる。これら履行を求めたに

もかかわらず、納入に応じない場合を想定してい

る。債務者が時効の援用を主張しなかった場合は、

本来債権の放棄ができないことになることから、

特例措置として債権放棄ができる対象とするため

の規定、消滅時効の期間が経過しても債権放棄す

る場合、しない場合がある。債権放棄する場合は、
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督促、納入契約書の作成及び誓約内容の履行に応

じた経緯があり、その後に生活困窮などの理由に

より徴収困難に立ち至ったケース。これに対して、

督促などの措置に全く応じないケースについては

債権放棄をせずに市に請求権を残すと答弁があり

ました。

また、条文表現にかかわって、失踪と行方不明

の違いとはとの質問があり、失踪とは家庭裁判所

の失踪宣告確定後に消息不明者の家族から市民課

に失踪届があった場合を想定しており、失踪には

蒸発、家出などにより７年以上消息不明の普通失

踪、災害、事故などで１年経過した特別失踪があ

る。これに対して、居所がわからず連絡がとれな

い場合が一般的な意味で行方不明を使っていると

説明がありましたが、表現方法について議論とな

ったところであります。

以上の議論を踏まえ、当委員会に付託されまし

た平成２０年第４回定例会付託議案第１号 名寄

市私法上の債権の放棄に関する条例の制定につき

ましては、第２条第２号中の「、失踪」を削る原

案の一部修正案が全委員より提出され、議論の結

果、全会一致で修正案を可決すべきものと決定し、

修正部分を除く部分を原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。

以上、付託議案の審査の経過と結果について御

報告いたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２０年第４回定例会付託議案第１

号は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時０７分

再開 午前１０時０８分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第４ これより平成２１年度市政執行方針

・教育行政執行方針を行います。

初めに、平成２１年度市政執行方針を行います。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

平成２１年第１回名寄市議会定例会の開会にあた

り、市政執行への私の基本的な考えを申し上げ、

議員各位をはじめ、市民の皆さんの御理解と御協

力をいただきたいと思います。

新しい名寄市が誕生してから４年目となります。

私は、市民の融和を基本に、１００年有余の歴

史に培われたそれぞれの地域と人の力を結集して、

「住んでて良かったと思えるまち」を実感してい

ただけるまちづくりを積極的に進めてまいりまし

た。

しかし、国の構造改革が進展する中で、財政破

綻に象徴されるように、多くの地方自治体が疲弊

に苦しみ、地域間格差の拡大が顕在化してきまし

た。

さらに、昨年のアメリカ発の世界的な金融危機

は、１００年に１度の緊急事態と言われ、自動車

・家電など輸出産業を中心に大きな衝撃を与え、

雇用の崩壊、消費の急激な縮小など、わが国の経

済を根底から揺るがし、今後数年間、本市の厳し

い行財政運営にも拍車がかかるものと考えていま

す。

こうした状況だからこそ、合併による行財政へ

のさまざまなメリットを最大限に活用し、総合計

画に掲げる施策、事業を着実に実行することで、

目標とする将来像の実現に努めてまいります。

また、施策の推進にあたっては、「市民と行政

との協働のまちづくり」を基本とし、課題の解決

を先送りせず、しっかりと将来を見据えて、全力
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で取り組んでまいりますので、一層の御理解と御

協力をいただきますようお願いいたします。

ここに、市政推進の基本的な考え方を申し上げ

ます。

一点目は、「市民と行政との協働」についてで

す。

自立した活力あるまちづくりを進めるためには、

市民がまちづくりの主役であることを自覚し、参

加することが大切です。

そのためには、まちづくりに必要な情報の提供、

地域における支え合いと市民が参加できる仕組み

が必要であり、（仮称）「自治基本条例」の制定

と小学校区を区域とする地域連絡協議会との連携

及び支援に取り組んでまいります。

二点目は、「行財政改革の推進」についてです。

市税など収入が減少し続ける中で、総合計画を

着実に実施するため、行財政改革の強化と組織・

機構のスリム化、事務・事業の一元化を推進して

まいります。また、名寄・風連両地区の類似する

公共施設の統廃合及び老朽化に伴う改修計画の具

体的な検討を行います。

さらに、職員の資質向上は重要な課題であり、

庁内講師による新人職員研修の実施など、研修の

充実に努めてまいります。

三点目は、「活力をもたらす産業の振興」につ

いてです。

地域経済の活性化と雇用確保を図るためには、

基幹産業の農業や製造業等が元気に展開し、観光

振興による交流人口拡大が重要です。

産学官の連携を強化し、食の安全、地産地消、

農畜産物のブランド化、まちなかの賑わいづくり

に取り組んでまいります。

以上、市政推進の基本的な考え方について申し

上げました。

次に、平成２１年度の予算編成について申し上

げます。

国の平成２１年度予算は、「経済財政運営と構

造改革に関する基本方針２００６」等に基づき、

財政健全化に向けた基本的方向性を維持しながら、

一方では、世界の経済金融情勢の急激な変化を受

け、歳入環境が急速に悪化している状況を念頭に、

国民生活と日本経済を守ることを最優先に編成さ

れました。

一方、地方財政対策については、「基本方針２

００６」等に沿った国の歳出予算に合わせて、給

与関係経費や地方単独事業が抑制されたものの、

厳しい財政運営を強いられている地方の切実な声

を踏まえ、生活防衛のための緊急対策に基づき、

地方交付税の増額などが盛り込まれ、総額は８２

兆 ５５７兆兆と、前年度に兆べて１兆ーセント

の減となりました。

このうち、地方交付税は１５兆 ２０２兆兆で、

臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税は２

０兆 ６８８兆兆となり、前年度兆１ ０兆ーセ 

ントの大幅な伸び率となりました。また、地方交

付税の中に、歳出の特別枠として、昨年の「地方

再生対策費」に加え、新たに、「地域雇用創出推

進費」が創設されるなど、地方の厳しい財政事情

に一定の配慮がなされました。

名寄市の平成２１年度各会計予算は、地方公共

団体の財政健全化法に基づく財政の健全化、行財

政改革の着実な推進を念頭に、総合計画の具現化

を最優先に編成いたしました。

新規事業では、東小学校屋内運動場実施設計、

認定こども園運営支援事業、南２丁目通踏切拡幅

改良事業、市街地再開発事業における地域交流セ

ンター取得事業などを、また、継続事業では、市

立天文台整備事業、北斗・新北斗団地建替事業、

住宅リフォーム促進助成事業など、ハード・ソフ

トの両面から多くの事業を盛り込み、地域経済や

雇用にも配慮いたしました。

一般会計の予算案は１９９兆 ２１５一 ００ 

０兆で、前年度兆 １兆ーセント、１４兆 ７９ 

６一 ０００兆の増額となりました。

９つの特別会計予算案は、前年度兆 ７兆ーセ

ント減の８４兆 ３６６一 ０００兆、ン業会計 
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予算案は、前年度兆１ ３兆ーセント増の１１５

兆 ５１６一 ０００兆、全会計の総額では、前 

年度兆 ５兆ーセント増の３９９兆 ０９９一  

０００兆となりました。

また、風連特例区会計の予算案は、前年度兆１

１兆ーセント減の １５２一 ０００兆となり  

ました。

財源調整的な財政調整基金もほぼ底をつき、基

金に依存した財政運営も限界に来ていることから、

昨年、行財政改革推進実施本部を立ち上げ、既得

権や既成概念にとらわれず、あらゆる事業の見直

しを進めています。

平成２１年度も引き続き、スピード感を持って

行財政改革に取り組むことで財源確保を図り、受

益と負担のバランスを調整しながら、将来の世代

に負の遺産を残すことがないよう、市民の皆さん

と協働のまちづくりを進めてまいりたいと考えて

います。

次に、市民主体のまちづくりの推進について申

し上げます。

市民が中心となって、まちづくりを進めるため

には市民と行政がそれぞれの役割や責任を分担し、

協働についての共通認識を持ち、まちづくりを推

進する必要があります。そのためには、さまざま

な施策の計画、実施、評価の各段階等において、

積極的な市民参加や行政運営のルールを定める

（仮称）「自治基本条例」の制定に向け、市民懇

話会で検討を進めているところです。

また、行政情報の積極的な提供と共有により、

市民の皆さんと協働のまちづくりを進めてまいり

ます。

次に、合併特例区について申し上げます。

風連地区振興のために「合併特例区協議会」と

の連携を深め、事務事業の兆滑な推進に努めると

ともに、風連地区での住民自治組織（町内会）制

度への移行に向け、地域の意向を尊重し、世帯数

の減少・高齢化などの現実を直視し、将来を見据

えた区域の再編となるよう努めてまいります。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

地域のコミュニティ活動の活性化を推進するた

め、名寄地区においては地域に根ざした単位町内

会が、小学校区域毎の広域的な枠組みの中で、そ

れぞれの地域の課題や問題を明らかにし、相互に

共有して連携、協力しながら自立した事業活動が

行える「地域連絡協議会」などの設置を進めてお

り、引き続きその活動を支援してまいります。

また、町内会は住民の最も身近な自治組織であ

り、地域自治の原点であることから、自主的な地

域活動に対する支援や、活動拠点となる町内会館

の整備などについても継続して支援してまいりま

す。

次に、情報化の推進について申し上げます。

平成２１年度からの電算処理による戸籍事務の

開始に向け、平成１９年度から戸籍のデータ化、

及びシステム整備を進めてまいりました。本年３

月末にこれらの整備が完了し、職員の操作研修を

終えた本年６月１日より電算処理による戸籍事務

の提供を開始いたします。戸籍事務の効率化、迅

速化、個人情報保護の強化などにより、市民サー

ビスの向上に努めてまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国際交流につきましては、姉妹都市提携４０周

年を迎えるカナダ・カワーサレイクス市リンゼイ

地区との交流は、友好委員会が中心となりリンゼ

イ訪問団を招待し、８月末に記念式典を予定して

います。また、平成２１年度の交換学生の交流で

は、リンゼイから学生を受け入れる予定となって

います。

一方、ロシア・ドーリンスク市との交流では、

市民訪問団を受け入れ、教育や文化などの交流を

通じて友好親善に努めてまいります。

今後も、さらなる友好親善につながるよう、そ

れぞれの友好委員会を中心に取り組みを進めてま

いります。

国内交流につきましては、東京都杉並区・山形
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県鶴岡市藤島との間で、子どもたちも含めた人的

交流や特産品などの販売活動に取り組み、さらに

充実した交流になるよう努めてまいります。

東京なよろ会など、ふるさと会につきましては、

名寄市の情報を発信し、人的・経済交流が広がる

よう積極的に取り組みを進めてまいります。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

国は、新たな地域活性化に向けた取り組みとし

て「定住自立圏構想」を推進する方針を打ち出し

ました。その一方で、当初の役割は終えたとして、

平成２０年度をもって「広域行政圏計画策定要

綱」などの広域行政圏施策の廃止が通知されてい

ます。

「定住自立圏構想」は、少なくとも人口４一人

を超える中心市と周辺市町村が、定住のために必

要な生活機能を確保するため、各分野での協定に

より役割を分担し、相互連携により地方圏から人

口流出を食い止め、圏域全体の活性化を図ること

を目的としており、特別交付税による財源措置も

講じられることになっています。

上川北部地域においては、隣接する士別市と本

市を合わせた人口が４一人を超え、複眼型と言わ

れる２市での中心市として、本構想の要件を満た

すものとなっています。

上川北部地区広域市町村圏振興協議会会長を担

当する本市としては、衛生、消防の一部事務組合

をはじめとする広域連携を引き続き推進するとと

もに、上川北部各市町村と連携の上、現時点では

具体的な内容が明らかとなっていない「定住自立

圏構想」について、内容の把握に努めた研究を進

めてまいります。

昨年４月に「名寄市行財政改革推進実施本部」

を設置し、社会情勢の変化に対応できる簡素で効

率的な行政運営の取り組みを進めているところで

す。新たな財政健全化法の成立により一層の行財

政改革が求められている中、今後も、事務事業の

一元化、組織・機構の見直しなどを進めてまいり

ます。

次に、保健事業について申し上げます。

母子保健事業では、安全で安心な出産のための

妊婦健診の費用助成を１４回まで拡大し、医療機

関等との連携を強化し、安心して出産できる体制

を整備してまいります。

また、子育ての不安や負担感を解消する、育児

支援強化対策として母子支援専門員を配置し、安

心して子供を生み育てる環境づくりに努めてまい

ります。

特定健診につきましては、保健指導の充実や、

がん検診等の受診率の向上、生活習慣病の予防等

を推進し、市民が自らの健康の保持・増進を図る

ことができるよう取り組んでまいります。

次に、市立総合病院について申し上げます。

平成２１年度は、名寄市立総合病院改革プラン

の計画初年度です。改革プランは、経営の効率化

と再編・ネットワーク化、及び経営主体の見直し

の３つを視点としています。特に経営の効率化に

つきましては、医療に対する経営環境が厳しいな

かで、計画書で掲げられている項目を着実に推進

し、目標の達成に努めてまいります。

次に、診療につきましては、道北第３次医療圏

の地方センター病院として、圏域内の限られた医

療資源を最大限に活用するため、引き続き、地域

の病院・診療所との連携を図ってまいります。併

せて、医師の派遣や研修会の開催、市民公開講座

による生活習慣病の予防に対する意識の高揚を推

進してまいります。

また、昨年、救急外来、ＩＣＵ病棟を増改築し

たことにより、当院のハード面としての診療機能

が一段と高められました。今後は、医師をはじめ

とする医療スタッフの人材確保に努め、診療・看

護体制の充実を図ってまいります。特に、新たに

総合診療科を設け、複数の疾患を持った高齢者に

対して、効率的な医療を提供したいと考えていま

す。

現在、過疎化・少子高齢化が進展する中で、医

療を確保することが益々重要になっていますが、
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住民の医療に対する信頼を得るには、第三者によ

る客観的評価を受け、的確に対応していく必要が

あります。当院は、平成１１年度と１６年度の二

度にわたり、日本医療機能評価機構が実施してい

る「病院機能評価」の認定を受けています。平成

２１年度が三度目の認定更新の年となっており、

評価基準も毎回厳しくなっていますが、真に患者

に信頼される病院として、職員が一丸となり、認

定されるよう努力してまいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

平成２１年４月から、保育のガイドラインであ

る、保育所保育指針が改定されます。

新しい指針は、一つには、指針適用に、実施義

務から基本原則までその効力に弾力性を持たせる。

二つには、保育の質の向上にかかる創意工夫を求

める。三つには、保育の内容と運営に関し、取り

組みの明確化を図る。四つには、保育指針の明解

性を高めるため、内容、記述の見直しを行い、保

育現場での実践の記録が、保護者の理解に役立つ

資料としての活用も視野に入れたものとなってい

ます。

市内各保育所が連携し、新しい指針に沿った保

育要領を策定し実践する中で、今後も保護者の要

請に応える保育行政を推進してまいります。

次に、認定こども園について申し上げます。

一時保育・延長保育、子育て支援センターのほ

か、本市では初めてとなる病後児保育など、民間

活力を導入した「認定こども園」としての体制が

整いましたので、本年４月から実施してまいりま

す。

同時に、閉所となる中央保育所は３月２７日に

閉所式を行い、３８年間の歴史に幕を閉じます。

御利用いただきました保護者の皆さん、並びに関

係各位に対しまして、これまでの御指導、御協力

に心から感謝申し上げます。

平成２１年１月末における６５歳以上の高齢者

人口は １４６人で、高齢化率が２ １兆ーセン 

トと、依然として高齢化が進んでいます。

高齢化対策として、昨年立ち上げた「名寄市徘

徊高齢者ＳＯＳネットワーク」並びに「名寄市高

齢者虐待防止ネットワーク会議」の充実を図ると

ともに、認知症対策も含めて、支援を必要とする

方々には、関係機関と連携しながら、保健・医療

・福祉・介護などのさまざまなサービスを、継続

的・包括的に提供できるよう努めてまいります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

障がい者の自立や社会参加を促進する「第２期

名寄市障がい福祉実施計画」に基づき、障がい者

が必要な福祉サービスや事業の兆滑な提供と、地

域生活への移行を促進する環境づくりとして、社

会福祉法人等が行う共同生活の整備に要する経費

の一部を支援してまいります。

また、北海道医療給付制度が改正され、精神障

がい者にも外来医療費が拡大されましたので、重

度心身障害者医療費給付事業等を改正し、引き続

き給付事業を実施してまいります。

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

再資源化の取り組みとして、古着・古布の回収、

廃食用油のリサイクルを引き続き実施すると共に、

「ごみ分別ガイドブック」を改訂し、さらなる分

別の徹底を推進してまいります。

環境美化活動の推進では、環境衛生推進員を中

心に、町内会及び行政区等の協力連携により、清

掃週間の実施など、清掃活動に取り組んでまいり

ます。

次に、消防事業について申し上げます。

昨年は、住宅火災で高齢者３名が焼死したこと

を踏まえ、消防団員と署員による、一般住宅及び

高齢者世帯の防火訪問を強化するとともに、住宅

用火災警報器の設置促進など、防火対策を推進し

てまいります。

消防体制につきましては、本署及び出張所の出

動体制の強化、並びに消防団との連携による効率

的な部隊運用を図るとともに、出張所勤務の救急

救命士を増員し、救急業務の充実・高度化を推進
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してまいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

市民が悲惨な交通事故の当事者にならないため、

関係機関・団体や、地域と連携を深めながら、高

齢者対策や冬期対策など本市の地域特性に応じた

安全対策を進め、交通事故の撲滅を目標に、幅広

い交通安全運動を進めてまいります。

次に、生活安全対策について申し上げます。

昨年は、不幸にも凶悪事件や不審者による、子

ども達への声かけ事案が発生するなど、これまで

の名寄市では考えられない犯罪の凶悪化が見られ

ました。

市民がこの様な事件、事故に巻き込まれないよ

う、関係機関・団体と連携を図り、犯罪防止に向

けた適切な情報提供を行い、安全安心なまちづく

りを進めてまいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

西町団地建替事業は、平成１５年度より着工し、

２０棟４０戸が完成し、事業を終了いたしました。

北斗・新北斗団地建替事業は、住み替え住宅と

して、昨年９月に着工いたしました（仮称）南団

地１棟３４戸（鉄筋コンクリート造５階建て）の

完成を、平成２１年１０月に予定しています。

また、平成２１年度の現地建替事業は、平成２

２年度工事の実施設計と、解体工事１０棟４０戸

の発注を予定しています。

改善事業では、全団地を対象に住宅火災警報器

の設置を平成２１年度から２ヵ年で実施してまい

ります。

次に、市街地再開発事業について申し上げます。

本事業の施行者「株式会社ふうれん」は、特定

業務代行者に平成２２年度までの工事を一括発注

しており、平成２０年度施工分は、今月完成いた

します。

平成２１年度は、地域交流センターや、道北な

よろ農業協同組合等の建築工事に着手してまいり

ます。

次に、公園の整備について申し上げます。

天塩川さざなみ公園内の河川敷兆ークゴルフ場

は、３６ホールのうち１８ホールを昨年６月に一

部開園しました。

下流側１８ホールは、芝養生のあと６月末に全

面開園の予定となっています。

次に、水道事業について申し上げます。

利用者に安全な水を安定的に供給するため、老

朽管更新と配水管網整備を進めてまいります。

また、今後も水需要に対応するため、サンルダ

ム建設事業に参画し、安定的な水源確保の取り組

みを行ってまいります。

平成２１年度は、第２期拡張事業として、国道

２３９号１７線から１８線間の配水管を布設いた

します。老朽管更新事業では、緑丘１６線及び道

道朱鞠内風連線を更新するほか、給水区域内の漏

水調査と配水管洗浄を継続して実施してまいりま

す。

次に、下水道事業について申し上げます。

区域内での管網整備はほぼ完了し、今後は、施

設の老朽化に伴う機器更新を進めてまいります。

平成２１年度は、供用開始から２８年経過した

処理場受変電設備の更新を行い、安定した維持管

理ができるよう努めてまいります。

合流式下水道改善対策として、平成１８年度か

ら建設を進めていた下水処理場雨水滞水池が、平

成２１年４月から供用を開始いたします。

合併浄化槽整備事業は、農村部における快適な

生活環境向上のため、１０基の設置を予定してい

ます。

次に、道路整備について申し上げます。

国土交通省関連の新規事業は、道路特定財源が

見直され、新たに創設される（仮称）地域活力基

盤創造交付金により、これまで東地区から要望の

あった南２丁目通踏切拡幅改良事業と、安全安心

な道路整備として、南小学校や名寄中学校の通学

路で、沿線に総合福祉センターなど公共施設が所

在する、南１１丁目東通改良舗装工事に着手して

まいります。
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継続事業は、加東橋架替工事を含む１９線道路

改良ほか４路線を実施してまいります。

まちづくり交付金では、特別養護老人ホーム

「しらかばハイツ」前の北栄２丁目線歩道改修事

業を実施してまいります。

また、豊栄川河川総合流域防災事業による、徳

田しらかば橋改良新設のため、１７線道路の迂回

道路となる、徳田しらかば１号線改良舗装を、北

海道の委託工事として実施してまいります。

次に、公共交通について申し上げます。

地域住民の公共交通機関を確保するため、バス

路線維持対策を推進してまいりましたが、利用者

の減少など地域交通を取り巻く情勢は一層厳しさ

が増しています。

このため、「名寄市地域公共交通会議」を設置

し、新たな公共交通システムや、現行バスの効率

的な運行体系について議論をいただくとともに、

住民説明会などを通じ「名寄市地域公共交通総合

連携計画」の策定に向けた調査・検討・実証運行

事業を実施してまいります。

次に、除排雪事業について申し上げます。

除雪は、冬の快適な生活環境の確保と、市民生

活や生産活動を維持するため、名寄地区において

車道２９２キロメートル、歩道３４キロメートル、

風連地区は、車道１５４キロメートル、歩道２０

キロメートルの実施を予定しています。

排雪は、道路幅員確保・交通安全対策のため、

カット排雪、交差点排雪を重点に実施してまいり

ます。

効率的・効果的な除排雪体制とするため、排雪

ダンプ助成事業、市道・私道除排雪助成事業を継

続し、除排雪水準の向上に努めてまいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

食品の偽装表示・輸入食品の汚染等、食料に対

する国民の不安が高まっています。また、資材価

格・輸入飼料の高騰、耕作放棄地の増加、及び担

い手不足、高齢化の進行により、農村地域の活力

が一層低下し、食料・農業・農村を巡る情勢が大

きく変化しています。このため国は、国際情勢へ

の対応や食料自給率の向上には、諸課題への対策

をさらに促進していく必要があるとして、「食料

・農業・農村基本計画」の見直しを含め、緊急的

な対策、中長期的な対策を講じることとしていま

す。

本市としては、制度内容の十分な検討と併せ、

関係団体との連携協力により、担い手育成や産地

づくりに取り組み、農家経済の安定に努めてまい

ります。

次に、食育及び地産地消の推進について申し上

げます。

食育推進につきましては、名寄市食育推進計画

に基づき、総合的な食育の推進を図るため、「名

寄市食育推進協議会」が昨年設置されました。食

育を主体的に取り組むため、市民・地域・行政・

関係団体等が連携・協力し、課題の改善を図りま

す。また、良質で安全な農畜産物の地産地消推進

の取り組みも進めてまいります。

次に、米政策について申し上げます。

平成２１年度産米の配分につきましては、北海

道への配分が １３兆ーセント増加したことによ

り、もち米は１６０トンの増となりました。また、

在庫数量の解消を目的に２ヶ年実施してきました

１０兆ーセント自主削減が終了することとなりま

した。うるち米につきましては、北海道ガイドラ

インの見直しにより、１ランクアップのⅡランク

となり若干の増となっています。また、「こめご

ころ」等地場産ブランドを活用し、地産地消と消

費拡大に努めてまいります。

国の産地づくり対策は、既存産地の取り組みを

継続するとともに、自給率・自給力向上に向けた

効果が高まるよう見直すとして、新たに平成２１

年度から２３年度までの対策となりました。交付

金等の関連予算は、昨年度並に約１１兆兆を見込

んでいます。また、転作の拡大など、新たに自給

率向上の戦略作物（米粉、麦、大豆等）を作付け

拡大した場合の対策として、「水田等有効活用促
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進対策」が創設され、現在、名寄地域水田農業推

進協議会等で議論を進めています。産地確立交付

金等を有効活用し、地域水田農業の発展に向け、

担い手の育成や経営体の安定・強化を図ってまい

ります。

次に、「中山間地域等直接支払制度」及び「農

地・水・環境保全向上対策」について申し上げま

す。

中山間事業は、平成１７年度に２期目の対策が

始まり、平成２１年度で５年間の対策が終了しま

す。平成２１年度予算は、名寄地域集すで ２７

３一兆、風連地域集すで ５８７一兆の交付見込

みとなっています。平成２２年度以降については、

全道的にも継続の要望が強く、本市といたしまし

ても継続に向け要望してまいります。平成１９年

度に始まった農地・水・環境保全向上対策は、平

成２０年度で９地区となり、ほぼ全市的な取り組

みとなりました。平成２１年度交付額は、１兆

４７７一兆が見込まれ、地域の共同活動を支援し

てまいります。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

肥料高騰により、土壌診断に基づいた施肥設計

の見直しによる肥料低減が進められており、農業

振興センターにおける診断件数も倍増となってい

ます。今後、適切な診断・指導に努めてまいりま

す。また、営農指導、試験・展示ほ場の設置、組

織培養による優良種苗の提供等を実施してまいり

ます。

次に、畜産の振興について申し上げます。

世界的な穀物価格の高騰などに連動し、配合飼

料価格も値上がりが続き、酪農・畜産経営は多大

な影響を受けています。今後は、飼料自給率や生

産性の向上を図り、自給飼料基盤に立脚した経営

に取り組むことが重要な課題となります。関係機

関と連携し、足腰の強い畜産経営を推進してまい

ります。

公共牧野事業につきましては、名寄市営牧野及

び母子里地区共同牧場への預託放牧を奨励し、効

率的で適正な管理運営に努めてまいります。

次に、名寄市立食肉センターについて申し上げ

ます。

食品業界の再編による生産現場の統廃合が進み、

突然の工場閉鎖で地域経済に大きな影響を与える

ことが、深刻な問題となっています。幸いにも、

当市で操業しているニチロ畜産株式会社では、食

肉加工施設を継続するとともに、処理頭数の増頭

を計画しています。

本市としては、雇用の拡大及び道北の食肉生産

基地としての畜産振興、地域活性化を推進するた

めにも、老朽化したと畜施設の調査を行い、改修

等の検討をしてまいります。

次に農業農村整備事業について申し上げます。

いずれも道営事業で継続中の、東豊地区・瑞生

地区・共和地区と新規の名寄東地区は、従前の

「経営体育成基盤整備事業」から補助率の有利な

「農地集積加速化基盤整備事業」で実施してまい

ります。

また、「道営地域水田農業支援緊急整備事業」

の風連地区・名寄地区、弥生地区では「道営基幹

水利施設ストックマネジメント事業」を継続して

実施いたします。これらの事業は、道単独事業の

「持続的農業・農村づくり促進特別対策事業」の

対象事業であり、北海道と連携を取りながら、受

益者の負担軽減に努めてまいります。なお、東豊

地区と風連地区については今年度で事業完了の予

定です。

次に、林業の振興について申し上げます。

林業・林産業の情勢は、世界経済の悪化により

大変厳しくなっています。反面、森林の持つ多面

的な機能が見直され、地球環境の維持・保全に重

大な役割が期待されています。森林の健全な育成

を図るため、民有林の間伐事業に対して支援して

まいります。また、上川北部森林組合や北森協同

組合が原木取扱の増に対応し、素材の生産量を上

げるため計画している高性能機械の導入に対し、

国の補助を受けて助成してまいります。
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次に、商工業関係について申し上げます。

名寄地方における景気動向は、地元金融機関の

景況レポートによると、ン業の景況感を示す業況

判断指数（ＤＩ値）は、昨年７月から１２月まで

の実績で、昨年同様マイナス基調で推移していま

す。概況では、全ての業種に厳しさがうかがえ、

経営環境もより厳しさを強め、今後の見通しにつ

きましても、引き続き停滞感を強めている状況と

なっています。

昨年１２月に発売されたプレミアム付「なよろ

地域商品券」が、国の追加経済対策を受け、本年

１月に地域商品券販売促進事業として、「なよろ

全市連合大売り出し実行委員会」の主催で実施さ

れ、販売初日に ０００セットが完売となりまし

た。今後、支給予定の定額給付金と併せ、地元商

店での販売促進や消費拡大に期待するところです。

次に、北海道が主催する「いってみたい商店街

＆お店北海道表彰」の個人部門において、東洋肉

店が大賞に選ばれました。この賞は、羊肉のオリ

ジナル商品や生ハムなど、インターネット販売で

道内外に販路を拡大した新たな取り組みが、受賞

の大きな理由となったものです。受賞を記念して

２月２６日には優良事例の情報発信の場として

「記念フォーラムｉｎ名寄」が開催されました。

今後の活動と、魅力ある個性的なお店づくりへの

取り組みに期待するところです。

住宅リフォーム促進助成事業につきましては、

最終年次になることから、一層の周知を図り、混

乱の生じない対応に努め、３カ年事業として総仕

上げを行ってまいります。

公設市場につきましては、流通変革、人口減な

どによって、取扱量・取扱高の減少となっており、

引き続き厳しい状況にあります。丸鱗名寄魚菜卸

売市場株式会社では、地場野菜の量的確保と価格

の安定化を図り、販路拡大、経費削減等経営努力

を続けております。今後も名寄地方の台所として

安全・安心な生鮮食料品の安定供給に努力を促す

とともに、引き続き支援してまいります。

次に、中心市街地活性化基本計画の策定につい

て申し上げます。

これまで多くの方々の御意見・御提言をいただ

き策定作業を進めてきており、予定される事業に

つきましても、ブロック毎の事業精査を含め、詰

めの作業に入っています。駅横の事業につきまし

ては、バス待合所を併設した複合施設と、商業施

設・まちなか居住で事業展開する案となっていま

す。並行してそれぞれの事業が機能発揮できるよ

う、関係機関団体と十分な協議を行ない、作業手

順に沿って熟度を高めてまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

道内の昨年１２月の雇用情勢によると、有効求

人倍率は、前年同月を ０８ポイント下回る ４ 

１で、４年７カ月ぶりの低水準でした。当地方に

おける昨年１２月の有効求人倍率は、 ４８ポイ

ントで、大型商業施設から求人がなかったため、

前年同月兆で ２１ポイント減少となっています。

今春の高校今業者の今職内定率は６ ７今で前年

同期と兆べ ４ポイント減少しており、厳しい状

況となっています。今後も求職情報を的確に提供

できるよう関係機関と連携しながら推進してまい

ります。

今回、国の第二次補正予算で、緊急雇用対策等

が講じられましたので、ハローワークと連携を図

りながら、制度の有効活用と雇用の促進に努めて

まいります。

市民会館の改修につきましては、平成２１年度

に市民文化センター大ホール建設についての庁内

プロジェクトチームを設置し、検討を進めること

としました。したがいまして、市民会館の耐力度

調査は見送り、必要最低限の修繕をしながら御利

用いただくことになりますので、御理解を賜りま

すようお願い申し上げます。

次に、観光について申し上げます。

昨年は、道の駅の開設、道立公園サンピラー兆

ークの全面開園により、上半期の観光入り込み客

数が前年度を大きく上回りました。ひまわり畑、
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健康の森、ピヤシリスキー場、望湖台自然公園な

ど観光資源の豊かさを最大限活用できるよう、観

光協会、指定管理者受託ン業や道北観光連盟とも

連携し、交流人口拡大の推進と情報発信に努め、

地域の活性化につながる取り組みを行ってまいり

ます。

ピヤシリスキー場につきましては、第１リフト

滑車ベアリング交換工事を行い、安全で安心して

楽しめるスキー場として整備いたします。平成２

１年度も未今学児のリフト無料化、スキーこども

の日として小中学生リフト無料開放日を設定する

など、多くのイベントをン画し、家族連れでも楽

しんでいただけるスキー場となるよう努めてまい

ります。

次に、名寄市立大学並びに名寄市立大学短期大

学部について申し上げます。

名寄市立大学は、本年４月に新入学生を迎え、

全学年完成となり、平成２２年３月には最初の今

業生を社会に送り出すこととなります。教育研究

の向上と今職・進路への支援に努めるとともに、

教員組織の充実や地域貢献活動に取り組んでまい

ります。

平成２１年度の一般入試状況は、短期大学部児

童学科の試験を２月１日に行ない、入学定員２５

名のところ４５名の志願・受験となり、２月９日

に３７名の合格者を発表しました。

大学保健福祉学部については、前・後期合わせ

た入学定員８５名に対し３７１名の出願となり、

３学科平３倍率は ４倍となりました。

前期では、栄養学科定員２１名に対し志願者は

６４名で倍率 ０倍、看護学科定員２５名に対し

７８名が志願し倍率 １倍、社会福祉学科定員２

５名に対し７１名が志願し倍率 ８倍となり、３

学科全体で入学定員７１名のところ志願者は２１

３名、平３倍率は前年を ６ポイント下回り ０ 

倍となりました。

２月２５日には、札幌と名寄の２会場で試験を

実施し、３月５日に合格者を発表しました。また、

後期試験は３月１２日に行い、３月２０日に合格

者の発表を予定しており、今後、新入学生の受け

入れに一全を期してまいります。

以上、市政執行に対する私の所信と基本的な考

えを申し上げました。

市議会議員の皆さん、並びに市民の皆さんの御

理解と御協力をお願い申し上げ、平成２１年度の

市政執行方針といたします。

次に、平成２１年度〇議長（小野寺一知議員）

教育行政執行方針を行います。

藤原教育長。

私からは、平成２１年〇教育長（藤原 忠君）

第１回名寄市議会定例会の開会にあたり、名寄市

教育行政の基本的な方針と施策の概要を述べ、議

員各位並びに市民の皆様の御理解と御協力をお願

い申し上げたいと存じます。

先ずはじめに、名寄市の教育活動は新しい名寄

市が誕生して以来、年々充実が図られてまいりま

した。新年度も引き続き「知性と感性をみがき、

こころ豊かな人と薫り高い文化を育み、希望に輝

くまちづくり」を目指して、市民の期待と信頼に

応える教育行政の推進に努めてまいります。

国では、昨年３月に小中学校の新しい学習指導

要領を告示いたしました。これに基づき新年度か

らは教育課程編成の手引きの作成に着手するとと

もに、本格実施に向けての移行措置に取り組むこ

ととなります。

また、学校教育法並びに地方教育行政の組織及

び運営に関する法律が一部改定されたことに伴い、

学校は教育活動その他の学校運営の状況について

学校評価を行い、その評価結果に基づいて改善の

ための必要な措置を講ずることが義務づけられる

とともに、教育委員会の諸活動に係る点検評価に

取り組むこととなります。

これらを踏まえ、名寄市におきましても、その

適切な対応に努め、今後の国の動向も見きわめて

まいりたいと考えております。

平成２１年度における全国学力・学習状況調査
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の実施にあたりましては、名寄市も引き続き参加

し、子どもたちの学力・学習状況の更なる把握と

その対応に努めてまいります。

併せて、昨年度より実施されました全国体力・

運動能力、運動習慣等調査にも参加し、子どもた

ちの体力や運動習慣の実態を把握するとともに、

今後の体力向上の資料として活用してまいりたい

と考えております。

北海道教育委員会では、「自立」と「共生」を

北海道教育の基本理念として定め、平成２０年度

より新長期総合計画がスタートいたしました。ま

た、教職員の意欲と資質の向上を目指して「学校

職員評価制度」が新たに導入されました。これら

諸施策についても道の今後の動きをしっかりと把

握し適切な対応に努めてまいります。

名寄市におきましては、平成２０年度全国学力

・学習状況調査に基づいた名寄市における指導改

善プランが策定され、去る１２月に名寄市教育研

究所から報告を受けたところであります。

今回は各学校における学習活動のあり方と併せ

て、家庭での学習環境に視点をあてた５つの提言、

２３の方策が示されており、新年度における教育

活動推進の指針としてまいりたいと考えておりま

す。

また、平成２０年度に発足いたしました名寄市

小中学校生徒指導連絡協議会では、全国的に生徒

指導上の問題が多発している中、名寄市における

事故の未然防止に係る様々な取り組みについて議

論を深めているところでありますが、生徒指導に

係わりましては今年度も引き続き重点施策の一つ

として取り組んでまいります。

併せて、昨年度設置いたしました「名寄市学校

支援地域本部事業」につきましても地域の教育力

向上と青少年の健全育成を図り、地域住民・各種

団体等が連携して学校を支援する体制を整えるた

めに新年度は新たな対象中学校区を加えるなど、

その一層の充実を図ってまいりたいと考えており

ます。

以下、新年度の主要施策についてその概要を申

し上げます。

先ず初めに、生涯学習について申し上げます。

昨年は「心豊かな人と文化を育むまちづくり」

をめざし、初めて生涯学習フェスティバルを開催

いたしました。その成果を踏まえ、多くの市民が

様々なことを学び、その学んだことをまちづくり

などにつなげていくフェスティバルを本年も開催

いたします。

また、市民講座は、趣味教養の講座「心と暮ら

しに潤いを」、生活課題の講座「暮らしに役立

つ」、そして社会課題の講座「世の中を考える」

の３つのシリーズを本年も実施し、道民カレッジ

と連携した講座として学習の場を提供してまいり

ます。

次に、市立名寄図書館について申し上げます。

図書館では、新年度も市民の必要としている情

報を迅速かつ的確に提供する拠点施設として蔵書

の充実や資料収集に努めるとともに、市民が求め

る情報を図書館の資料や機能を活用し、更には他

館との連携強化を図りながら提供するなど、利用

者へのレファレンスサービスの向上に努めてまい

ります。また、子どもの読書活動を推進するため

に学校図書館や関係機関と連携しながら、子ども

の本選定に役立つ情報の提供や団体貸出の充実を

図り、読書活動の普及啓発に努めてまいります。

次に、市立木原天文台について申し上げます。

２００９年（今年）は、天文学の父ガリレオ・

ガリレイによる天体望遠鏡を用いた初めての天体

観測から４００年目にあたることを記念し、世界

天文年の年と位置づけられております。

世界各国で天文イベントが計画されており、木

原天文台でも今年７月に国内で見られる「日食」

の観望会や１５年ぶりに見られる「環のない土

星」の観望会を計画するなど、世界天文年にちな

んだイベントを開催して、天文普及の促進を図っ

てまいります。

新天文台の工事は、雪解けを待って本格的に始
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まり、本年１２月には建物が完成する予定となっ

ております。

次に、学校教育について申し上げます。

学校教育につきましては、基礎・基本の定着と

自ら学び自ら考える力の育成を図るなど、「確か

な学力」を培うよう教育内容の充実に努めるとと

もに、他人を思いやる心や命を大切にする心、美

しいものに感動する心など「豊かな心」を育み、

社会的なマナーや自制心、自立心を養うなど、家

庭や地域と一層の連携・協力を図りながら期待と

信頼に応える学校教育の実現に努めてまいります。

学力の向上につきましては、「全国学力・学習

状況調査」の分析・考察に基づいて、「学習習慣

の定着」や「自己のよさを感じとり、道徳的実践

力を発揮できる取組」を新たな視点として加えた

「指導改善プラン」を作成いたしました。今後は、

このプランを活用して各学校における児童生徒一

人ひとりの能力や興味・関心が高められ、一層の

学力の定着が図られるよう努めてまいります。

人としての生き方を身につけさせるためには、

規範意識や社会性などを育成することが重要であ

ります。昨年度新たに設置いたしました名寄市職

場体験連絡協議会等の一層の充実を図る中で、子

どもたちの望ましい勤労観の育成に努めてまいり

ます。

また、中学校３校に配置しております「心の教

室相談員」による教育相談活動や名寄市生徒指導

連絡協議会の機能の一層の充実を図ることで、思

春期の子どもたちの悩みや不安を受け止め、心の

安定を図るとともに、いじめや不登校、携帯電話

など情報機器の光と陰、また、大麻など薬物乱用

に係る教育の推進を図り、問題行動の未然防止に

努めてまいります。

国際理解教育につきましては、国際化が進展す

る中、英語指導助手を積極的に活用し、英語によ

るコミュニケーション能力を育成し、外国の文化

や伝統の理解を深めるなど一層の充実に努めてま

いります。

特別支援教育につきましては、各学校における

校内体制の整備や専門家チームによる教育相談及

び発達検査など児童生徒及び保護者の教育的ニー

ズに応じた適切な支援に努めてまいります。

名寄市立大学との連携のもとに行われておりま

す特別支援教育推進実践学校事業における学生支

援員の派遣や、子どもたちの継続的な支援に対応

する特別支援教育支援員及び医療行為の必要な児

童生徒をサポートする看護師の配置につきまして

も、引き続き取り組んでまいります。

また、グランドモデル地域指定事業の成果とし

て作成されました名寄版個別の支援計画「すくら

む」等の活用を図り、関係機関の連携による継続

した支援体制の構築を図る地域のネットワークづ

くりへの取り組みを進めるなど、今後も特別支援

教育の兆滑な推進を図り、子どもたちのよりよい

教育環境の整備に努めてまいります。

教育施設・設備の整備につきましては、名寄東

中学校屋内運動場の改築に関する地質調査及び実

施設計に着手してまいります。

風連中学校の施設移転につきましては、北海道

教育委員会と閉校後の風連高等学校の施設を中学

校として活用していくための具体的な協議を進め

るとともに、施設改修に係る実施設計に着手して

まいります。

なお、両校の改築改修に係る実施設計にあたり

ましては、教職員、保護者、地域の方々からの要

望もお聴きしながら進めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、高等学校教育の振興について申し上げま

す。

本年４月に名寄光凌高等学校と名寄農業高等学

校が再編統合されて名寄産業高等学校が開校とな

ります。同校は学科集合型の職業高校であり、学

科間の連携や地域との交流が積極的に展開される

中で、将来の地域産業を担う職業人の育成が期待

されるところであります。上川北学区の中学校今

業者数の減少は、今春がピークながらも、今後も
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継続するものと推計されております。進学者の多

様な選択肢の確保と地域に根ざした産業教育の充

実を図るため、高等学校のより良い教育環境の維

持について北海道教育委員会に対し引き続き要望

等を行ってまいります。

また、平成２１年度末をもって閉校となる風連

高等学校につきましては、新年度においても、在

学生に対する教育環境の保障を北海道教育委員会

にお願いするとともに、輝かしい５９年の歴史と

教育実践の足跡を記念する事業に対して支援をし

てまいります。

次に、食育の推進について申し上げます。

名寄市教育委員会では、昨年４月から、名寄小

学校並びに風連中央小学校に各１名の栄養教諭を

配置し、子どもたちの具体的な食に関する指導を

進めてまいりました。

本年４月からは、指導対象を市内全小・中学校

に拡大して、栄養教諭を在籍校である名寄小学校

・風連中央小学校から連携校へ派遣し、食に関す

る指導を進めてまいります。

学校給食における食品の安全確保につきまして

は、昨年、「事故米」の不正流通に端を発し、食

品の内容表示等の偽装など、国内外でその安全性

が大きな社会問題となりました。名寄市の学校給

食センターでは、安全・安心な学校給食を提供す

るという使命感のもと、地産地消を基本とし、食

品添加物が使用されていない食材や、道内・国内

で製造されている製品を食材として今後も使用し

てまいります。

次に、学校給食用食材供給施設について申し上

げます。

名寄市教育委員会では、今後における学校給食

の主食用兆ンを安定供給するため、学校給食用食

材供給施設の整備を進めてまいりました。施設は、

３月末で改修工事が完了することに伴い、この施

設を利用して兆ンを製造する施設利用者を一般公

募により選定するなど、４月からの供用開始に向

け、作業を進めております。

学校給食費につきましては、現価格における平

成２１年度以降の給食提供は厳しい状況となって

いることから、保護者への「学校給食費に係わる

アンケート調査」を実施し、意向を確認したとこ

ろであります。アンケートの結果では、安全安心

の確保、栄養価の維持など様々な視点から値上げ

も止む無しとの意見が大勢を占めましたが、世界

的金融危機に端を発した不況の波を受け、経済状

況の好転の兆しが見えないことなどから学校給食

会としては、今直ちに給食費の値上げを実施する

段階でないと判断し、当面は、運営引当金による

赤字補填をするなど、値上げをしない方向で努力

をすることとなっております。

次に家庭教育の推進について申し上げます。

子どもの基本的な生活習慣の定着などを目的と

した、幼児と親が対象の家庭教育支援講座「親子

で遊ぼう」を新年度も実施するとともに、新たに

小学生の親子や父親を対象とした家庭教育支援事

業を進めてまいります。

次にスポーツの振興について申し上げます。

誰でも、いつでも、どこでも生涯にわたってス

ポーツを楽しむことができるよう、引き続きスポ

ーツ施設の整備や改修、学校開放事業の推進を図

るなど環境整備に努めてまいります。

また、スポーツ団体の育成、指導者の育成・確

保、各種スポーツ大会の支援・充実、スポーツ情

報の収集・提供などを体育協会、地域スポーツク

ラブ、体育指導委員などと協力して進めてまいり

ます。

次に青少年の健全育成について申し上げます。

子どもたちが自然の中で共同生活を通じ様々な

ことを学ぶ「へっちゃランド」、豊かな人間性と

社会性を培うため、様々な直接体験を経験する

「わくわく！体験子ども塾」など自然、体験、交

流などをテーマとした事業を新年度も実施いたし

ます。

次に女性児童センターについて申し上げます。

女性児童センターでは、同好会活動や各種講座
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の開設を通して、文化的な活動の機会を提供する

とともに、自由来館型となっている児童センター

では、安全・安心な遊びや体験活動、スポーツに

親しむ場としての環境整備に努めてまいります。

また、南児童クラブでは保護者が安心して働け

るよう、放課後における児童の安全確保と子ども

の学習や交流の場の保証など学童保育の充実に努

めてまいります。

次に青少年センターについて申し上げます。

青少年を取り巻く社会環境の変化は子どもたち

の健全育成に大きな影響を及ぼしています。青少

年センターでは新年度も日常の指導活動を通して

青少年の問題行動を早期に発見し適切な指導に努

めるとともに、市内小中高等学校や関係機関との

連携を一層進めてまいります。

次に教育相談センターについて申し上げます。

教育相談の窓口としての「ハートダイヤル」を

通して、いじめ・不登校などに関する悩みについ

ての相談体制を今後も充実させるとともに適応指

導教室では、子どもたちの心情や悩みを受け止め、

保護者や学校と連携を深める中で学校復帰へ向け

ての支援をしてまいります。

次に芸術・文化活動について申し上げます。

本年も、芸術文化鑑賞バスツアーを６回予定し、

優れた芸術文化に触れる機会の提供に努めてまい

ります。

また、市民団体・サークルの交流や発表の機会

を拡充し活動の促進を図るために、新たな文化大

ホールの建設に向けて、その時期や規模などの検

討を進めてまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

新年度は地域理解を自然分野から深めることを

目的に、北国の自然の魅力をテーマとした展示会

の開催を予定しております。

また、３年計画で進めております常設展示室情

報コーナーの更新については、最終年となること

から、三面スクリーンの映像内容と機器の更新を

することとしております。

文化財につきましては、「九度山」（くどさ

ん）の山頂部が国の名勝（めいしょう）指定に予

定されていることから、保存管理計画の策定をし

てまいりたいと考えております。

以上、平成２１年度の教育行政執行方針につい

て、その概要を申し上げましたが、市民の負託に

応える教育の推進に誠心誠意努力してまいります

ので、議員各位並びに市民の皆様の今後一層の御

理解と御協力をお願い申し上げます。

以上で平成２１年度〇議長（小野寺一知議員）

市政執行方針・教育行政執行方針を終わります。

日程第５ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部改正について、議案第２号 名寄市職員の

育児休業等に関する条例の一部改正について、以

上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１号 名寄市職〇市長（島 多慶志君）

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に

ついて及び議案第２号 名寄市職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について、一括して提案

の理由を申し上げます。

本件は、平成２０年度の人事院勧告に基づき、

国家公務員の勤務時間が本年４月１日から１日７

時間４５分に短縮され、あわせて育児短時間勤務

職員の勤務時間等も改正されることとなり、また

従来より国や他自治体が取り入れております育児

または介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両

立を支援するため、早出遅出勤務制度についても

本市の職員も同様の措置を講ずるべく、関係条例

を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１号外１件は原案のとおり可決

されました。

日程第６ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市特別職の職員の給与に関する条例の一

部改正について、議案第４号 名寄市教育委員会

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関す

る条例の一部改正について、以上２件を一括議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第３号 名寄市特〇市長（島 多慶志君）

別職の職員の給与に関する条例の一部改正及び議

案第４号 名寄市教育委員会教育長の給与、勤務

時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に

ついて、一括して提案の理由を申し上げます。

特別職及び教育長の期末手当にかかわる役職加

算については、平成２１年３月３１日までの間凍

結するものとしておりますが、本件は現在の本市

の財政状況にかんがみ、当該凍結期間を当分の間

に改めようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３号外１件は原案のとおり可決

されました。

日程第７ 議案第５〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第５号 名寄市職〇市長（島 多慶志君）

員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につい

て、提案の理由を申し上げます。

名寄市風連国民健康保険診療所では、平成１９

年１２月から在宅療養支援診療所として往診や訪

問看護を行う在宅終末期医療に取り組んでおり、

その対象者は増加する傾向にあります。本医療の

実施には、緊急時の対応として２４時間体制が必

要であることから、本件は本診療所に勤務する職

員に対し、名寄市立総合病院に勤務する職員同様、

待機手当及び緊急呼び出し手当を支給できるよう

にするとともに、勤務時間等の改正に伴う措置も

あわせて行うべく、名寄市職員の特殊勤務手当に

関する条例を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第８ 議案第６〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市保育所設置条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第６号 名寄市保〇市長（島 多慶志君）

育所設置条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、本年４月１日から今学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律の適用を受け、学校法人名寄大谷学園認定こ

ども園が設置されることから、同園に入所定員を

移譲する名寄市中央保育所を廃止しようとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

高見勉議員。

議案第６号の関係で、〇１３番（高見 勉議員）

今ほど市長の平成２１年度の執行方針の中でもこ

の件について触れられておりまして、中央保育所

が３月２７日に閉所式を行うと、こういうことで

ございましたけれども、これらを閉所して、跡利

用と申しましょうか、これらについて執行方針の

中でも触れられておりませんけれども、今後どの

ような対応を考えておられるのか、まずお聞きを

したいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

中央保育所の跡〇福祉事務所長（小山龍彦君）

利用につきましては、ただいまのところ検討をし

ておりますけれども、施設が老朽化している等も

踏まえまして、まだ結論には至っていない状況で

ございます。たまさか見積もりをとりましたら、

解体するには８００一兆ほどの費用がかかるとい

うことでございまして、引き続き検討を続けてま

いりたいと思っております。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

検討をされるという〇１３番（高見 勉議員）

ことですから、それ以上の答えはないのかもしれ

ませんけれども、少なくても認定こども園の関係

で中央保育所の関係が整理をされるというか、閉

所をするという形は、私はある面一体に物事を考

えていかなければならないのでないかというふう

に思うのであります。したがって、現在幾つかの

考え方を持って閉所をして、その後の取り扱いに

ついて方向づけをしていくと、少なくてもこうい

う形が明らかにされるべきではないのかと。した

がって、市政執行方針の中でもそうした部分が触

れられるのかなというふうに思っていたわけであ

りますけれども、そうでもないということであり

ますから、この件については老朽化をして、例え

ば整理をして、整理をしてというのは整地をして、

跡地の利用をどうしていくのかとか、あるいは現

在の建物を含めて何かに使うのかどうなのか。少

なくてもそのぐらいの方向性については、考え方

を持ちながら閉所をして、閉所後の跡地利用を考

えていくということが極めて一般的かなというふ

うに思うわけでありますけれども、今の答弁だけ

では全く考えはないということなのかどうなのか、

再度お尋ね申し上げたいと思います。
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中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

現在の中央保育所の跡〇副市長（中尾裕二君）

利用につきましては、当初認定こども園を設置を

する計画のときに両方の施設と申しますか、幼稚

園のほうの施設と、それから保育所の施設を両方

を有効活用して、現在の保育所については御指摘

のとおり老朽化が進んでおりますので、一部手直

しをしながら運営をするという方向で作業を進め

ておりましたが、どうしても運営上一体化をしな

いと運営がうまく進んでいかないと、こういうこ

とが急遽変更になりまして、結局は大谷幼稚園さ

んのほうに施設を統合してという整理を１ついた

しました。その後去年の４月から行革の推進本部

を立ち上げまして、公共施設のあり方検討という

ことで３つの部会のうちの一つの部会で現在検討

を進めておりますけれども、福祉事務所長がお答

えをしたように現在のところまだ具体的な跡利用

については煮詰まっておりません。今後場合によ

っては、ボランティアの方あるいは町内の方にも

相談をしながら、どの程度の改修をするとどうい

う施設の活用ができるのかも含めて、ぜひ早急に

検討を進めていきたいと考えておりますので、御

理解をいただきたいと思います。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

これは、もう相当以〇１３番（高見 勉議員）

前というとちょっと語弊があるかもしれませんけ

れども、老朽化の問題も含めて、これらを４つの

公立保育所をどうするか、建てかえの問題を含め

ての議論が実はあったりして、そして相当以前の

議会の中でも託老所への要望だとか、いろんな議

論があったと私は記憶しているのです。したがっ

て、具体的に認定こども園として、そうした部分

で民間にというか、保育行政の一部をこども園と

してやっていくことについては議論があったわけ

でありますから、しかしこれらの跡を廃止をして

から考えるというのも、今副市長からも話があり

ましたように行政改革の一環でのいろんな議論が

あるとすれば、建物があるということはやっぱり

それなりの維持管理というものが係っていくこと

になるというふうに私は思うのでありまして、早

目に対応をしっかり打ち出して、そして跡地の利

用も含めて、跡地というか、跡施設でもいいので

すけれども、そういう一貫した行政姿勢をもって

提起をされることを期待をしたいと思うのであり

ます。ぜひ早急な議論と、あるいは市民的な議論

が必要だとすればそうした対応をしっかりとりな

がら、方向づけをしていくことを要望して終わり

たいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第７〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市乳幼児等医療費の助成に関する条例の

一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第７号 名寄市乳〇市長（島 多慶志君）

幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正につ

いて、提案の理由を申し上げます。

本市における乳幼児等の医療給付事業は、北海

道医療給付事業補助金交付要綱に基づき条例化し
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ております。本件は、児童福祉法等の一部を改正

する法律の施行により本年４月から同要綱が改正

されることから、名寄市乳幼児等医療費の助成に

関する条例について所要の条文整理等を行おうと

するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

８号 名寄市重度心身障害者及びひとり親家庭等

の医療費の助成に関する条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第８号 名寄市重〇市長（島 多慶志君）

度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本市における重度心身障害者及びひとり親家庭

等の医療給付事業の実施は、北海道医療給付事業

補助金交付要綱に基づき条例化しております。本

件は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行

及び重度心身障害者医療給付事業の対象となる受

給者に対する身体障害者手帳の認定表現の見直し

により同事業補助金交付要綱が改正されることか

ら、名寄市重度心身障害者及びひとり親家庭等の

医療費の助成に関する条例について所要の条文整

理等を行おうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

９号 名寄市介護保険条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第９号 名寄市介〇市長（島 多慶志君）

護保険条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、平成２１年度から平成２３年度までの

第４期介護保険事業計画期間における保険料率を

定めるため、名寄市介護保険条例を改正しようと

するものであります。

なお、第１号被保険者の保険料の基準額につき
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ましては、介護報酬改定に伴う保険料上昇分を介

護従事者処遇改善臨時特例基金及び介護給付費準

備基金を取り崩すことにより抑制するため、第３

期と同額の４一 ０００兆となります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

高見勉議員。

ただいま第９号議案〇１３番（高見 勉議員）

の関係、介護保険の部分で市長から提案理由の説

明がありましたように、第１号被保険者の利用料

というか、料金が第３期と同額で引き上げをしな

いという提案があったわけでありますけれども、

一、二についてお尋ねを申し上げたいと思います。

１つは、平成１８年度に医療保険制度の改正が

ありまして、いわば療養病棟の再編問題があった

と思うのであります。平成１８年から介護保険の

世界と申しましょうか、分野での介護療養病棟１

３一床、全国でです、これらを２３年までに廃止

をするというようなことだとか、あるいは医療療

養型の病床も２５一床から削減をしていくという

ような形で具体的な取り組みがなされてきている

のかなと。したがって、これらの取り組みで、い

わば看護難民が出るのでないかと、こういう心配

と申しましょうか、いろんな議論もあったのも事

実であります。名寄市におきましても東病院での

介護型療養ベッドの、あるいは市内の医療法人の

民間の病院についてもそうしたベッドを持ってい

たわけでありますけれども、これらが削減をされ

ている事実があるわけでありますけれども、東病

院は多分６０床だったかなと思うのでありますけ

れども、いわば今回の第４期の議論をするときに

これら介護療養病床が名寄市内で何床削減をされ

て、そして金額的なことまではしっかりはわかり

ませんけれども、一般論としてそうした部分がカ

ットをされることによって、いわば費用の関係を

含めて反映をされていくというふうに思うわけで

ありまして、１つには市内におけるそうした介護

型療養病床が名寄市内でどの程度カットされて、

それが今回の議論の中でどういう議論がなされた

のか、まずお知らせをいただきたいと。

２つ目には、市長の提案理由の説明の中にもあ

りましたけれども、剰余金と申しましょうか、基

金の関係を取り崩して一部充てると、こういう提

案理由の説明がありましたけれども、現段階でと

申しましょうか、平成２０年度末で予定をされて

いる基金はどの程度になるのか、あるいはこの基

金を今後どのように活用しようと考えているのか

どうなのか、この２点についてまずお伺いをした

いと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、介護保険〇福祉事務所長（小山龍彦君）

料の部分につきましては、名寄市保健医療福祉推

進協議会の中の高齢者部会というところで４回の

協議をいたしまして、その中の視点といたしまし

ては、どのような介護サービスとどのような料金

体系を目指していくかということでアンケート調

査を実施いたしまして、その中の答えでは今まで

と同様のサービス、それに同様の保険料というよ

うな部分が大半を占めているという経過がござい

ました。それで、２番目のお答えとちょっと重複

する部分があるのですけれども、医療費が今ちま

た、巷間では介護従事者の労働報酬等の絡みもあ

りまして、本来的には保険料が多少上がるのかと

いうような試算をさまざまな療養計画の中から立

てております。その中で今の部分を踏まえますと、

若干は高目に推移するかという部分がございまし

たけれども、国の交付金措置がございまして、そ

れを１年目は全額、２年目につきましては半額、

３年目については保険者が賄うというような部分

がございまして、それらを踏まえますとまあまあ

フラットな状態で構成できるのかなというふうに

考えてございます。そういった議論を踏まえまし

て、今回の介護保険料を第３期介護計画と同様の

額にしようというふうに至っております。
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それで、議員御指摘の東病院のベッド数と民間

のベッド数については、ちょっと今手元に数値が

ないのですけれども、その部分の減少によりまし

て、介護保険料の部分で申しますと約１兆兆程度

が支出が抑えられたのかというようなふうに考え

ております。

それから、基金につきましては現在約１兆 ０

００一兆ほどございますけれども、その中で先月

２０日に２次補正の関係で臨時議会で議決いただ

きました基金への積み立て分というのがございま

して、この部分が当面の介護報酬アップ分の原資

になるのですけれども、それを踏まえて、それと

基金の中から大体同額程度の取り崩しの中で介護

保険料を背負うというような形で考えております。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

１つには、少なくて〇１３番（高見 勉議員）

も介護療養ベッドがなくなって、介護保険の世界

から医療保険の世界に移るわけですよね。したが

って、それは今話にあったおおむね１兆兆程度か

と、こういう話でありまして、介護保険の事業費

等々を整理をする段階で、少なくても１８年から

の第３期のときにはそれらがもちろん含まれてい

たわけであったと思うのであります。今回の第４

期の部分ではもう既になくなっているとすれば、

これは利用できないわけです。介護保険者の側と

して、実際には利用できないわけですから、そこ

のところは施設というか、なくなることによって

事業費総体が事業量としてすち込みが出ているわ

けでありまして、ですから人数の関係等々もある

けれども、現状維持というのが今の時代で極めて

評価をする部分なのかもしれませんけれども、私

はもっと申し上げれば減額ができる状況にあった

のではないのかという思いがあるものですから、

今あえて聞いているわけであります。ですから、

介護保険の事業費そのものがこの３年間でふえて

きている部分ももちろんあることは承知をいたし

ます。同時に、もう一度申し上げますけれども、

名寄市内では介護療養型の病床数が恐らく１００

床以上なくなっておられるのではないかと。です

から、そういう面では１兆兆ぐらいというような

お話でありましたけれども、いわば第１号被保険

者の料金にと申しましょうか、反映される状況に

全くないのかどうなのかということでは、それだ

けはいささかでもやっぱりあるのでないのかと。

もう一つは、今お聞きをしたように基金の関係

が１兆 ０００一兆程度あると。これは、新年度

予算の予算発表の際にもちょっとありましたけれ

ども、介護職員の３今の引き上げについては、予

算発表ばかりではなく新聞報道もありましたけれ

ども、今話がありましたように初年度については

２分の２充てる交付税の対応があるのではないの

かと。次年度は２分の１、そして３年度はそうし

た話がないわけでありますけれども、つまり３今

を介護スタッフの賃金として引き上げる部分は、

国が政策的にも整理をしていくという部分がある

のではないのかというふうに思うわけでありまし

て、そういう面では４期、この３年間で１兆 ０

００一兆の基金があるとすれば、私はこれは目的

税と申しましょうか、３年間の中で精算できれば

いいわけでありますから、そういう面ではその基

金の部分をこの３年の中でどういうぐあいに利用

していくかによっては、いわば料金にはね返らす

ことができるのでないのかというふうに思うわけ

でありまして、その点について再度お尋ねをして

おきたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

まず最初に、先〇福祉事務所長（小山龍彦君）

ほど１兆 ０００一兆と言いましたけれども、正

確な数字で申しますと１兆 ０００一兆でござい

ます。１兆 ００９一 ０００兆ということでご 

ざいます。訂正させていただきます。

それから、保険料の部分でございますけれども、

今回の第４期計画というのは国のほうが示してい

る部分で、第５期計画、この３年後の、後の３年

を言うのでございますけれども、３年後最後の期

間に大幅な制度改正をにらむということで、内容
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的には４期事業はほとんど３期と同じ水準で動く

というような部分も国が、あるいは道が言ってい

るところでございます。それで、保険料の部分の

関連する事業費の部分にまいりますと、利用者の

自然増に加えて在宅サービスがふえている。それ

から、１号被保険者の負担割合が現行は１９今な

のですけれども、２０今になるということ。第４

段階では６割の軽減も踏まえておりまして、そう

いう部分、それから介護報酬、先ほども申しまし

た３今アップという部分で、これら３点が給付増

の部分ということになります。

それから、先ほどの東病院介護ベッドの減少は

６０床でございますけれども、北海道が昨年の５

月に実施しました名寄市内の医療機関療養病床転

換意向アンケート結果におきましては、その時点

で療養病床が２２１床、介護病床が８床の合計２

２９床でございましたけれども、２４年度の当初

につきまして各医療機関のアンケートでは療養病

床が２１１床、一般病床が１２床ということで、

介護病床の動きが既にこの時点でもう８床からさ

らに一般病床に１２床に移るということで、総数

的には２２９床から２２３床ということで、ほと

んど意向の部分では動いていないのかなというこ

とでございます。したがいまして、第４期の介護

サービス費の部分で、病床的な部分の増床はない

ものというふうに考えているところでございます。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

慎重な検討をされて、〇１３番（高見 勉議員）

いわば保険料の第１号被保険者の介護保険料等々

が設定をされたのだろうということの前提は私も

理解をしているわけでありますけれども、単純に

申し上げて、これは言うまでもなく３カ年計画で、

３カ年計画による収支の状況がどうなのかと、そ

ういうことだと思うのです、介護保険の世界。で

すから、５期まであるわけでありますけれども、

３期の部分でどうなのだと。だから、単純に言え

ば３期の部分で名寄市の部分では、１兆 ０００

一兆でなく１兆 ０００一兆という話ありました。

基金としてありました。それは、結局保険料がど

うだったのかということか、あるいはサービスが、

介護サービス全体がしぼんでいったのかどうなの

か。第３期で１兆 ０００一兆の基金というのは、

大きく言えばそういうことでないかと。したがっ

て、４期で見ていくときには３期の実績も含めれ

ば、４期の部分については３年間で収支がとんと

んになればいい見通しを立てればいいことである。

そういう意味で今極めて厳しい状況にあるわけで

ありますから、しかも名寄においては先ほど申し

上げましたように介護療養ベッドについては削減

をされていて、どこへ行くかというか、行き先が

ないとは申しませんけれども、大変厳しい状況に

もあったわけでありますから、つまり保険料だけ

がかかって介護サービスを受ける部分が減ってい

くような状況にあるのでないのかということを指

摘をせざるを得ないのかなと。ただ、今福祉事務

所長から話がありましたように１９今、第１号被

保険者は１９今が２０今に引き上がったというこ

とについては、そういう部分で引き上がる部分が

あるのかなというふうにも思いましたけれども、

介護スタッフの３今の報酬引き上げの部分は国が

交付税で対応するということを言っているわけで

ありますから、そのことは最終年度の３年目は出

て、２年目から２分の１出てくる。３年目は全額

出てくるのかもしれませんけれども、そこのとこ

ろはちょっとそれだけをと言ったらおかしいです

けれども、兆較をして基金を温存をしなければな

らないということについては理解がなかなかいき

づらいというふうに思うのでありますけれども、

私は３年１期で、３年間で収支が３衡になる第４

期の介護保険という視点から見たときに、もう少

しシビアに説明をして、そして市民理解を得るべ

きでないかというふうに思うのでありまして、別

な機会になるかもしれませんけれども、ぜひそう

した部分について少しく説明責任を果たすべきで

ないのかと。ただ、１点だけ、４期３年間の中で

収支をとんとんにするという考え方については間
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違えないかどうかについてお答えをいただきたい。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今高見議員のほ〇福祉事務所長（小山龍彦君）

うから御指摘ありました３年間で収支をとんとん

にするという部分は、まさにそうなのでございま

すけれども、第５期の計画が今国がどういうふう

な方向を示してくるのかまるで見えない状況、そ

れから一部うわさ的には何か変わった介護施設も

出るのかなというような部分がございます。その

部分につきましては、当面話的な段階なのですけ

れども、それが仮に進んでいった場合には当然介

護の負担が発生するという部分がございます。国

のほうの施策といたしましては、今の部分で３今

増収分というか、増加分を交付税等で、交付金等

で措置をするから、なるべく介護保険料を下げな

さいというふうなのですけれども、単純に初年度、

そして次年度に半額、３年度には保険者丸抱えと

いう状態になりますと、３年間毎年毎年逆に言う

と税金というか、保険料、保険料率が本来は動く

ことになるのですけれども、そういう部分も踏ま

えて、最後の第５期計画の大幅なものもにらみな

がら、なるべく３等な負担というような考え方の

中で今回の据え置きということを考えたところで

ございますので、御理解をいただきたいと思いま

す。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５７分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第１２ 議案第１０号 名寄市水道事業の

設置等に関する条例の一部改正についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１０号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

水道事業の設置等に関する条例の一部改正につい

て、提案の理由を申し上げます。

本件は、水道事業再評価における給水人口算定

方法等の改定が行われ、新たな基準により再評価

を行った結果、人口予測及び水需要予測の数値が

変わったことから、名寄市水道事業の設置に関す

る条例で定めている給水人口数及び１日最大給水

量を改めようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１１号 損害賠償の額を定めることについてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１１号 損害賠〇市長（島 多慶志君）

償の額を定めることについて、提案の理由を申し

上げます。

事故の内容は、平成２０年１２月１２日午後２

時４０分ごろ、名寄市西１０条南１丁目交差点に

おきまして生活福祉部が所管する公用車が後方を

十分に確認せず後進したため、停車中の相手方が

所有するマイクロバスに衝突し、車両を破損させ

たものであります。

過失割合は本市が１００今であり、相手方車両

の損害料等として本市が１６０一 ９８５兆を負

担することで本市と相手方は合意に至りました。

本件は、地方自治法第９６条第１項第１３号の

規定により、損害賠償の額を１６０一 ９８５兆

に定めるため、議会の議決を求めるものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

谷内司議員。

第１１号なのですけ〇２１番（谷内 司議員）

れども、わからない点がありますので、お聞きし

たいと思います。

生活福祉部が所管するごみ収集車なのですけれ

ども、これは多分民間の業者のほうに貸している

のだろうなと、そういうふうに思います。その中

でそれを貸しているのならば、それを貸すときに

対しての条件があると思うのですが、まずどこに

貸しているか、もし貸しているときには貸してい

るときの条件を教えてください。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ごみ収集の車とい〇総務部長（佐々木雅之君）

うことでありまして、名寄美装という会社のほう

に貸しております。これにつきましては、もとも

と市が直営でごみ収集をやっておりまして、その

車を委託料の中に無償貸与ということで契約を結

びまして、車両を貸しております。今回その車が

起こした事故であります。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

無償貸与ということ〇２１番（谷内 司議員）

ですから、ただで貸しているということだと思う

のですけれども、それでは多分どこの会社でもそ

うなのですけれども、清掃業務については運転手

ほか助手２名を乗っけてその業務に当たるという

ことになっていると思うのです。そういうことに

なっているとしたら、そのときの助手の対応の仕

方、横に乗っている対応の仕方は、停止したとき

には、後ろに、後方に下がるときには後方に行っ

て確認をしてから下がる、バックするというよう

な形になっていると思うのです。そういうふうに

なっているにもかかわらずこういうことが起きた

ということは、それを怠ったのではないかと。だ

から、こういうことが出てきたのだろうと私は思

います。それでありながら、まちが持っていても、

要するに無償であってでもそこに貸し付けをして

いるものだったら、無償の相手が、借り受けして

いる会社のほうが１００今悪いのですよね。です

から、市の車だから市が悪いのはわかるのですが、

でもそれを借り受けしているならば借り受けをし

ている会社のほうに何の責任もなく、全部それを

行政が背負わなければならないというのはどうも

ちょっと腑にすちないところがあるのです。その

辺をどのような形の中でやったか、後方の確認は

いなかったのか、運転手１人で乗ってやったのか、

その辺わかりましたらお願いいたします。
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佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

車両の後方確認の〇総務部長（佐々木雅之君）

関係につきましては、生活福祉部長のほうからお

願いしたいと思っています。

それで、無償貸与契約の関係につきましては、

もともと先ほども言いましたように市が直営で収

集した車を委託に出すときに委託料の金額を安く

上げることも含めまして、市で使わなくなった車

を無償で貸して、それに対する車両保険等も市の

ほうで全部掛けておりました。本来であれば、ほ

かの車の場合につきましては無償で貸し付けする

ときには安全な運行管理を担保してもらうことも

含めまして、任意保険等につきましては無償貸与

を受けている側のほうにさせていただいたのです

が、たまたまこの市有物件でいいますと約４一

０００兆程度の安い保険で済むということもあり

まして、結果的には委託料を安く積算するという

ことも含めまして任意保険料を市の市有物件とい

う保険機構を使っておりましたので、この分につ

きましては２１年度からにつきまして無償貸与の

関係につきましてもう少し条件整備はきちっと確

認をしたい、見直しをしたいというふうに考えて

います。

なお、求償権の関係につきましては、無償貸与

契約の中に故意または重大な過失があった場合に

ついては業者さんのほうに求償するということに

しておりまして、今回の場合につきましては後方

確認の関係で、人的な問題についてはちょっと私

今、後から生活福祉部長からお答えしますけれど

も、通常の運行の中で起きた事故だというふうに

考えていまして、重大な過失というふうには考え

ておりませんので、現時点で求償するということ

については考えておりません。

以上です。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

後方の安全確認〇生活福祉部長（吉原保則君）

につきましては、議員からお話ありましたように

運転手、助手含めて複数で対応していたところで

ありますけれども、いずれにしてもそこの部分が

不十分だったというふうに、その中でバックした

中で衝突したということでございますので、御理

解を賜りたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

後方確認が不十分だ〇２１番（谷内 司議員）

ったというの、それはわかるのです。不十分だっ

たから、こんな事故が起きるのです。ですから、

私が聞いているのは、本当にそれをやったのか、

後ろに乗っていた人が後ろにおりてそれを確認を

したのかしないのか。したのだったら、こんなこ

とにならないと思うのです。しなかったからなっ

たのだと思うのですけれども、それは怠慢なので

す。ごみを収集するときなんていうのは、風連も

そうなのですけれども、３人乗っていて、女の人

も乗っているのですが、やはりとまったときには

先におりていって後ろを確認して、何か合図をし

ながらバックしています。あれが本当だと思うの

です。それをしていなかったと思うのです。それ

は、当然やらなければならないことを怠ったので

はないかなと、そんなことを思うのです。ですか

ら、そういうことが絶対ないようにこれから気を

つけていただかなければならないということなの

ですが、今部長から話ありましたように車のそれ

は条件はわかるのですが、ちょっとその辺わから

ないところがあるのですけれども、その車をどう

しても市が使わないでそこに貸し付けをするもの

だったら、そこの会社にそれを買ってもらうとい

うのですか、売却するというのですか、そんな方

法をしていったらいいのではないかなと。そうす

ることによってそういう保険のことだとかもろも

ろのことは、当然掛けなくていいのですから金額

も安くなるのですし、やっぱり財政難の折からそ

ういう小さいところから全部見直しをしていく、

そんなことは考えられませんか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ごみの収集を安定〇総務部長（佐々木雅之君）

的に対応する関係で、市の直営の業務から委託業
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務に切りかえた段階で、今谷内議員おっしゃると

おり車両を市が使わなくなったとすれば売却する

という方法も多分あったのでしょうけれども、市

のほうで耐用年数を上手に活用しながら、民間業

者の方々に委託業務の車両という形で貸しており

まして、その辺含めましてその当時は一番いい方

法ということで考えたのだと思っています。問題

は、車両貸与の関係につきましては道路維持セン

ターであるとか、福祉関係であるとか、それから

今回の清掃業者であるとかということでいろんな

ところに貸しておりまして、一定程度保険関係に

つきましては使用する側のほうにということで明

確にしてきたつもりしているのですが、たまたま

今回の清掃車につきましては、先ほど言いました

ように保険料を安く上げることによって委託料そ

のものも安く組み立てできるという形でありまし

たので、これにつきましてはきちっと業者の責任

を明確にする意味も含めまして、２１年４月から

の委託契約については委託料積算に任意保険料を

盛り込みまして、それによりまして業者のほうに

きちっと掛けさせて、事故対策も含めて対応させ

たいと思っています。

なお、事故が起きた後すぐ業者さんの社長さん

も含め、業務担当する３人の方が来まして、安全

注意義務違反については間違いなくうちのほうの

不注意で起きた事故でありますのでということで

のおわびもありまして、一応市役所のほうとしま

してはてんまつ書をいただきまして、私のほうと

生活福祉部長のほうで厳しく安全運行についての

指導は注意をさせていただきました。そのような

状況で済んでおりますので、御理解を賜りたいと

思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１２号 市道路線の廃止について、議案第１３号

市道路線の認定について、以上２件を一括議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１２号 市道路〇市長（島 多慶志君）

線の廃止及び議案第１３号 市道路線の認定につ

いて、一括して提案の理由を申し上げます。

まず、議案第１２号 市道路線の廃止について

申し上げます。本件は、整理番号３０２０、路線

名、徳田しらかば５号通及び整理番号３０２１、

路線名、徳田しらかば１号通について、両路線の

終点側に接続する道路が整備され、市道として認

定されることから、路線の終点及び延長を変更す

るため一たん廃止しようとするものであります。

次に、議案第１３号 市道の認定について申し

上げます。議案第１２号により廃止する整理番号

３０２０、路線名、徳田しらかば５号通は路線の

終点の変更により１７ ０６メートルの短縮とな

り、整理番号３０２１、路線名、徳田しらかば１

号通は路線の終点の変更により１６ １１メート

ルの延長となることから、認定し直そうとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。
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これより、議案第１〇議長（小野寺一知議員）

２号外１件について一括質疑に入ります。御発言

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１２号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１２号外１件は原案のとおり可

決されました。

日程第１５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１４号 名寄市固定資産評価審査委員会委員の選

任についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１４号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

固定資産評価審査委員会委員の選任について、提

案の理由を申し上げます。

名寄市固定資産評価審査委員会委員につきまし

ては、地方税法第４２３条第１項の規定によりそ

の任に当たっていただいておりますが、本件は引

き続き大谷純二氏、有門優氏及び西川剛弘氏の３

名を同委員に選任いたしたく、同条第３項の規定

により議会の同意を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

議案第１４号は同意することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１４号は同意することに決定い

たしました。

日程第１６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１５号 平成２０年度名寄市一般会計補正予算を

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１５号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市一般会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり各款にわたる事

業の確定に伴う事業費と人件費の調整が主なもの

でありまして、歳入歳出それぞれ３兆 ００７一

０００兆を減額して、予算総額を１９３兆 ２ 

２８一 ０００兆にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費で地域振興基金積立金（ふるさと納税）１

７１一 ０００兆の追加は、名寄市ふるさと応援

寄附条例施行日の平成２０年９月３日から平成２

１年２月１２日までに寄附をいただいた１９名の

皆さんの寄附金を寄附者の意向に沿ったまちづく

りに生かすため、地域振興基金に積み立てようと

するものであります。

４款衛生費におきまして病院事業会計４出金

９４５一 ０００兆の追加は、１２月の特別交付

税で病院事業に対する交付税措置額の確定に伴う

増額分など ４４５一 ０００兆と一般財源上乗 

せ分 ５００一兆を合わせて４り出ししようとす
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るものであります。

１０款教育費におきまして減債基金積立金 ８

４０一兆の追加は、大学校舎整備の際に借り入れ

し、平成２５年に償しを迎える満期一括債４兆

７９０一兆の償し財源として積み立てしようとす

るものであります。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

確定に伴う国庫支出金、道支出金など特定財源の

調整を行ったほか、１月末の収納状況等から判断

して市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料

でそれぞれ必要な調整を行いました。

また、１９款４入金では、財政調整基金４入金

を ０８５一兆減額し、収支の調整を図ろうとす

るものであります。

次に、第３表、債務負担行為補正及び第４表、

地方債補正につきましては、事業費の確定に伴い、

変更あるいは追加しようとするものであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

それでは、一般会〇総務部長（佐々木雅之君）

計の補正予算につきまして市長より申し上げた分

の重複を避けて補足説明をさせていただきます。

まず最初に、歳出から説明させていただきます。

議案第１５号の２６ページ、２７ページをお開き

ください。２款総務費、１項１目一般管理費の備

荒資金組合超過納付負担金 ０００一兆の追加は、

大学校舎整備の際に借りかえした満期一括債の償

し財源と退職手当組合負担金の精算に伴う追加負

担分に備えるため、備荒資金組合に対し納付する

ものであります。

４２、４３ページをお開きください。４款衛生

費、１項１目保健衛生総務費の小児救急医療支援

事業補助金 ８６７一 ０００兆の追加は、北海 

道の小児救急補助対象経費の拡大により小児救急

医療をお願いしている名寄市立総合病院へ補助す

るものであります。

５０ページ、５１ページをお開きください。６

款農林業費、１項２目農業振興費で農山漁村活性

化プロジェクト支援交付金 ９００一兆の追加は、

国庫支出金を全額充当して道北なよろ農業協同組

合が導入を進めています色彩選別機に対して助成

しようとするものであります。

５６、５７ページをお開きください。７款商工

費、１項１目商工業振興費で物産振興・新製品開

発事業補助金１００一兆の追加は、兆ック入り納

豆のフィルムシートに特殊な加工を加え、納豆が

シートにつかず、手が汚れないなどの効果がある

新製品を開発しました名寄土管製作所に対して補

助しようとするものであります。

次に、歳入について説明させていただきます。

８ページ、９ページにお戻りください。１款市税、

１項１目市民税、法人、法人税割 ９１５一 ０ 

００兆の減額は、景気低迷などによる申告所得の

減少に伴うものであります。

１４、１５ページをお開きください。１６款道

支出金、２項１目総務費補助金で地域政策総合補

助金１３０一兆の追加は、合併支援分として合併

特例債の充当残５今相当額を地域政策総合補助金

として支出されることになっておりまして、この

事業費の確定に伴うものであります。

１８、１９ページをお開きください。１８款寄

附金４０７一 ０００兆の追加は、既に予算化し

たものを除きまして２月１２日までに寄附採納さ

れました一般寄附金、ふるさと納税寄附金、社会

福祉費寄附金、教育費寄附金を計上するもので、

寄附者の意向に沿いまして図書館蔵書の購入とし

て予算計上したほか、地域振興基金に１６０一兆、

地域振興基金のふるさと納税分として１７１一

０００兆、地域福祉基金に６１一 ０００兆、文

化スポーツ振興基金に１０一 ０００兆それぞれ

積み立てするものであります。

２２、２３ページをお開きください。２１款諸
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収入、４項５目収入の広告収入５４一 ０００兆

の追加は、広報及びホームページの広告収入であ

ります。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願いいたします。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１７ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１６号 平成２０年度名寄市国民健康保険特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１６号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして増加

傾向にある保険給付費と年度末における事業見込

みによる各費目の増減調整を行うものであり、歳

入歳出それぞれ１兆 ０９２一 ０００兆を追加 

し、予算総額を３３兆 ５１３一 ０００兆に、 

直診勘定におきまして主に診療収入等の追加と執

行残等による減額を行うもので、歳入歳出それぞ

れ１０８一 ０００兆を減額し、予算総額を１兆

０５８一 ０００兆にしようとするものであり 

ます。

まず、保険事業勘定の主な内容について歳出か

ら申し上げます。１款総務費では、人件費や事務

費などの不用額の調整により４７１一 ０００兆

を減額しようとするものであります。

２款保険給付費では、医療費の増加傾向を踏ま

え、一般被保険者療養給付費など２兆 ０５２一

兆を追加しようとするものであります。

７款共同事業拠出金では、拠出金の額の確定に

より ５５３一 ０００兆を減額しようとするも 

のであります。

８款保健事業費では、不用額の調整等により４

２４一 ０００兆を減額しようとするものであり

ます。

９款積立金では、国民健康保険支払準備金基金

の積み立てによる利息分で３５一 ０００兆を追

加しようとするものであります。

１１款諸支出金では、１９年度療養給付費の精

算金等により４５４一 ０００兆を追加しようと

するものであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。１款国民健康保険税では、一般被保険者国民

健康保険税で被保険者の異動等により ０００一

兆を減額しようとするものであります。

各負担金等の額の確定により、２款国庫支出金

では２兆 ２８９一 ０００兆を追加し、３款療 

養給付費等交付金では ６８９一 ０００兆を減 

額し、５款道支出金では １４３一 ０００兆を 

追加し、６款共同事業交付金では ２６２一 ０ 

００兆を減額しようとするものであります。

７款財産収入では、国民健康保険支払準備金基

金の積み立てによる利息分として３５一 ０００

兆を追加しようとするものであります。

８款４入金では、 ４２５一 ０００兆を減額 

し、調整を図ろうとするものであります。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では、執行残等の整理により１８２一
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０００兆を減額し、２款医業費では外来患者増

に伴う医薬材料費等で７３一 ０００兆を追加し

ようとするものであります。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では、外来患者増により９０３一

０００兆を、２款使用料及び手数料では手数料の

増により６１一 ０００兆を追加し、４款４入金

では予算調整のため ０８６一 ０００兆を減額 

し、５款諸収入では収入関係の整理により１３一

０００兆を追加しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１８ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１７号 平成２０年度名寄市介護保険特別会計補

正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１７号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、会計年度末における各費目の調

整を行うものであり、保険事業勘定におきまして

歳入歳出それぞれ ９３２一 ０００兆を減額し、 

予算総額を１８兆２８０一 ０００兆に、サービ

ス事業勘定・名寄におきまして歳入歳出それぞれ

７９９一 ０００兆を減額し、予算総額を６兆 

４００一 ０００兆に、サービス事業勘定・風連

におきまして歳入歳出それぞれ ２６９一 ００ 

０兆を減額し、予算総額を４兆 １４８一 ００ 

０兆にしようとするものであります。

補正の主なものを保険事業勘定の歳出から申し

上げます。１款総務費では、一般管理費の委託料

におきまして介護報酬改定等に伴うシステム改修

により４３７一 ０００兆を追加し、２款保険給

付費では施設介護サービス給付費におきまして

６１１一 ０００兆を、介護予防サービス給付費

におきまして ０００一兆をそれぞれ減額し、４

款地域支援事業費では介護予防特定高齢者施策事

業費におきまして６４０一 ０００兆を減額しよ

うとするものであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。４款国庫支出金、５款支払基金交付金及び６

款道支出金では、歳出の保険給付費の減額に伴い、

それぞれの負担割合に応じて減額しようとするも

のでありますが、４款国庫支出金のうち介護保険

事業費補助金につきましては、介護報酬改定に伴

うシステム改修事業費補助金として６３一 ００

０兆を追加しようとするものであります。

次に、サービス事業勘定・名寄及びサービス事

業勘定・風連につきましては、名寄市特別養護老

人ホーム清峰園、名寄市風連特別養護老人ホーム

しらかばハイツ等の指定管理委託料の減額を主な

理由として歳入歳出の調整を行おうとするもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１８号 平成２０年度名寄市下水道事業特別会計

補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１８号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市下水道事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ ４５４一 

０００兆を減額し、予算総額を２１兆 ８０２一

０００兆にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款下水道

事業費では、事業費の確定に伴う各費目の調整に

より６５３一 ０００兆を減額しようとするもの

であります。

２款公債費では、各費目の調整により ０００

一兆を減額しようとするものであります。

３款諸支出金では、消費税で平成２０年度分中

間納付税額について１９９一 ０００兆を追加し

ようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では、受益者負担金等が減少となる見

込みであることから２９１一兆を減額しようとす

るものであります。

２款使用料及び手数料では、使用料の増等によ

り ３１８一 ０００兆を追加しようとするもの 

であります。

３款国庫支出金では、事業費の確定により１１

一 ０００兆を減額しようとするものであります。

５款諸収入では、リサイクル品売払収入等とし

て１１２一 ０００兆を減額しようとするもので

あります。

６款市債では、事業費の確定により２１０一兆

を減額しようとするものであります。

４款４入金では、一般会計４入金で １４８一

０００兆を減額し、収支の調整を図ろうとする

ものであります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い、変更しようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１９号 平成２０年度名寄市個別排水処理施設整
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備事業特別会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１９号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計

補正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、会計年度末における各費目の調

整を行うものであり、歳入歳出それぞれ７８３一

０００兆を減額し、予算総額を ３６２一 ０  

００兆にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款個別排

水事業費では、事業の確定に伴う調整により７８

３一 ０００兆を減額しようとするものでありま

す。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では、受益者分担金の減により５１一

０００兆を減額しようとするものであります。

２款使用料及び手数料では、９４一 ０００兆

を増額しようとするものであります。

５款市債では、事業費の確定により５７０一兆

を減額しようとするものであります。

３款４入金では、６７一 ０００兆を減額し、

収支の調整を図ろうとするものであります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い、変更しようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２０号 平成２０年度名寄市簡易水道事業特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２０号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市簡易水道事業特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、事業費の確定に伴う歳入歳出予

算の調整を図るものであり、歳入歳出それぞれ２

９１一 ０００兆を減額して、予算総額を ８４ 

４一 ０００兆にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。主に事業の

確定に伴う各費目の調整により、１款簡易水道事

業費では２９０一 ０００兆を、３款諸支出金で

は ０００兆をそれぞれ減額しようとするもので

あります。

次に、歳入について申し上げます。１款使用料

及び手数料では、簡易水道使用料が減少の見込み

であることから３９一 ０００兆を減額し、２款

４入金では一般会計４入金で２５１一 ０００兆

を減額して収支の調整を図ろうとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい
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ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２１号 平成２０年度名寄市公設地方卸売市場特

別会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２１号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算

について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ３一兆を追加

し、予算総額を ８０７一 ０００兆にしようと 

するものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款商工費

では、人件費等の確定により３一兆を追加しよう

とするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款使用料

及び手数料では、取り扱い量の減少により取扱高

利用料６０一 ０００兆を減額し、２款４入金で

は６３一 ０００兆を追加して収支の調整を図ろ

うとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２２号 平成２０年度名寄市食肉センター事業特

別会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２２号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市食肉センター事業特別会計補正予算

について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ１９２一 ０

００兆を減額して、予算総額を ６９７一 ００ 

０兆にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款衛生費

では、食肉センター整備事業費等の確定により１

９２一 ０００兆を減額しようとするものであり

ます。

次に、歳入について申し上げます。１款４入金

では、一般会計４入金におきまして１９２一 ０

００兆を減額し、収支の調整を図ろうとするもの

であります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）
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お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２３号 平成２０年度名寄市後期高齢者医療特別

会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２３号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり事業の確定に伴

う調整を行うものであり、歳入歳出それぞれ４８

５一 ０００兆を追加し、歳入歳出予算総額を２

兆 ４９５一 ０００兆にしようとするものであ 

ります。

まず、歳出について申し上げます。１款総務費

では、平成２１年度の後期高齢者医療保険料等に

対応するための後期高齢者システム改修等で４８

５一 ０００兆を追加しようとするものでありま

す。

次に、歳入について申し上げます。２款４入金

では、共済費分である３一 ０００兆を追加、４

款国庫支出金では事業費の確定に伴い、特別調整

交付金で６１一 ０００兆、高齢者医療制度兆滑

運営事務費補助金で４２０一兆をそれぞれ追加し

ようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２４号 平成２０年度名寄市病院事業会計補正予

算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２４号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市病院事業会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり病院事業会計各

収支見通しにより必要な関係部分を調整し、補正

しようとするものであります。

補正の主なものを収益的収入から申し上げます。

１款病院事業収益では、医業収益におきまして東

病院の入院患者数増があるものの、市立病院の入

院患者数減少により入院収益では ２０８一 ０ 

００兆を減額、外来の診療単価の減額及び東病院

外来患者数減少により外来収益では ０９２一 

０００兆を減額、他会計負担金では市立病院の救

急医療の確保に要する経費で７０一 ０００兆を

追加、その他医業収益では市立病院の人間ドック
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等の医療相談収益と東病院の診断書料等で５０８

一 ０００兆を減額、次に医業外収益におきまし

て他会計補助金では市立病院の共済追加費用負担

に要する経費１２２一 ０００兆を減額、他会計

負担金ではン業債償し利子に要する経費、小児科

運営等に対する一般会計負担金で ８２２一兆を

追加、その他医業外収益では実費徴収等で５５７

一 ０００兆を追加、補助金では市立病院の病院

群群番制病院運営事業費等で ３２５一 ０００ 

兆を追加、負担金交付金では市立病院の医師を近

隣市町の病院に派遣する特別医師派遣負担金等で

１９９一 ０００兆を追加、保育施設収益では市

立病院院内保育料で３２４一 ０００兆を追加し、

総額を７４兆 ３０８一 ０００兆にしようとす 

るものであります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

病院事業費用では、医業費用におきまして給与費

では市立病院看護師の採用者が予定を下回った等

により１兆 ４０２一 ０００兆を減額、材料費 

では市立病院の薬品等で ０００一兆を減額、経

費では市立病院の医療機器賃借料の増加により

２１９一 ０００兆を追加、研究研修費では市立

病院の医師の道外研修病費等で２２２一 ０００

兆を追加、次に医業外費用におきましては支払利

息及びン業債取扱諸費では市立病院の長期償し利

子等で７０３一兆を減額、収支出では市立病院の

控除対象外消費税等で４３５一 ０００兆を減額、

次に特別損失におきまして市立病院の看護師等修

学資金貸付金償し免除で３５一兆を減額し、総額

を７７兆 ８０８一 ０００兆にしようとするも 

のであります。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入におきましてン業債では市立病院の増

改築事業等で ２２０一兆を減額、出資金では市

立病院のン業債償し元金に要する経費で１２８一

０００兆を減額、負担金では市立病院看護師確

保に要する経費の一般会計負担分で２５２一兆を

追加、道補助金では新型インフルエンザ患者入院

医療機関開設整備で２１５一 ０００兆を追加、

総額を２３兆８５５一 ０００兆にしようとする

ものであります。

次に、資本的支出について申し上げます。４款

資本的支出におきまして建設改良費では市立病院

のインフルエンザ患者入院対応人工呼吸器の購入

費の追加及び増改築工事の執行残で ９９１一 

０００兆を減額、償し金では市立病院の長期債償

し元金で８６一 ０００兆を追加、還資では市立

病院看護師３名の修学資金貸付金で２５２一兆を

追加、総額を２４兆 ００５一 ０００兆にしよ 

うとするものであります。

なお、資本的収支の不足額につきましては、当

年度損益勘定留保資金で補てんするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２５号 平成２０年度名寄市水道事業会計補正予

算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。



－40－

平成２１年３月６日（金曜日）第１回３月定例会・第１号

島市長。

議案第２５号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市水道事業会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり予算の調整をし

ようとするものであります。

まず、収益的収入について申し上げます。１款

水道事業収益では ８０２一 ０００兆を追加し、 

総額を６兆 ８０８一 ０００兆にしようとする 

ものであり、その主な内容としましては、給水収

益で ５１３一 ０００兆の追加、受託工事収益 

で１０６一 ０００兆の追加であります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では３０１一 ０００兆を追加し、

総額を５兆 ９７５一 ０００兆にしようとする 

ものであり、その主な内容としましては、事業費

確定に伴う各費目の計数整理であります。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入では ０１９一 ０００兆を減額し、 

総額を１兆６１４一 ０００兆にしようとするも

のであり、その主な内容としましては、各費目に

おける事業費確定による減額とン業債で対象事業

費の確定に伴い８４６一兆の減額であります。

次に、資本的支出について申し上げます。資本

的支出では７４９一 ０００兆を減額し、総額を

３兆 ６７３一 ０００兆にしようとするもので 

あり、その主な内容としましては、事業費確定に

伴う各費目の計数整理であります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２７ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２６号 平成２１年度名寄市一般会計予算、議案

第２７号 平成２１年度名寄市国民健康保険特別

会計予算、議案第２８号 平成２１年度名寄市老

人保健事業特別会計予算、議案第２９号 平成２

１年度名寄市介護保険特別会計予算、議案第３０

号 平成２１年度名寄市下水道事業特別会計予算、

議案第３１号 平成２１年度名寄市個別排水処理

施設整備事業特別会計予算、議案第３２号 平成

２１年度名寄市簡易水道事業特別会計予算、議案

第３３号 平成２１年度名寄市公設地方卸売市場

特別会計予算、議案第３４号 平成２１年度名寄

市食肉センター事業特別会計予算、議案第３５号

平成２１年度名寄市後期高齢者医療特別会計予

算、議案第３６号 平成２１年度名寄市病院事業

会計予算、議案第３７号 平成２１年度名寄市水

道事業会計予算、以上１２件を一括議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２６号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市一般会計予算並びに議案第２７号か

ら議案第３７号までの各特別会計予算及び各ン業

会計予算について、提案の理由を申し上げます。

各会計予算案は、地方公共団体の財政の健全化

法に基づく財政の健全化と行財政改革の着実な推

進を基本にしながら、新総合計画の具現化を最優

先に、新規では認定こども園運営支援事業、東小

学校屋内運動場実施設計、南２丁目通踏切拡幅改
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良事業などを、また継続では天文台整備事業、北

斗・新北斗団地建替事業、風連本町地区市街地再

開発事業などハード、ソフトの両面から多くの事

業を盛り込み、地域経済や雇用にも配慮して編成

いたしました。

一般会計予算の総額は１９９兆 ２１５一 ０ 

００兆で、前年度兆プラス １今、１４兆 ７９ 

６一 ０００兆の増額となりました。普通建設事

業費が前年度兆５ ３今増と大きく伸びたことと

補償金免除４上償しに伴う借換債を２兆 ３４０

一兆計上したことが主な要因であります。収支不

足を補う基金の取り崩し額は、前年度兆２ ３今

減の４兆 ０３１一兆で、このうち財源調整的な

基金である財政調整基金の取り崩し額は３兆７４

０一 ０００兆となっております。

次に、特別会計について申し上げます。平成２

１年度国民健康保険特別会計外８特別会計の予算

総額は８４兆 ３６６一 ０００兆で、前年度兆 

７今の減となっております。これは、老人保健

事業特別会計が平成１９年度における過誤による

請求漏れなどを対象とした予算計上になったこと

で、前年度兆マイナス９ ０今と大きく減少した

ことが主な要因であります。

次に、ン業会計について申し上げます。病院事

業会計及び水道事業会計の予算総額は１１５兆

５１６一 ０００兆で、前年度兆１ ３今の増に 

なっております。これは、病院事業会計で２２兆

３７０一兆の補償金免除４上償しに伴う借換債

を計上したことが主な要因であります。

以上によりまして、平成２１年度全会計の予算

総額は３９９兆 ０９９一 ０００兆となり、前 

年度兆 ５今の増となりました。

地方自治法第２１１条及び地方公営ン業法第２

４条の規定に基づき提出いたしますので、よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第２６号外

１１件については、本会議質疑を省略し、全議員

をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査いたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２６号外１１件については、全

議員をもって構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査することに決定いたし

ました。

ただいまの決定に基づき、予算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

日程第２８ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１号 専決処分した事件の報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第１号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の報告について申し上げます。

本件は、名寄市市営住宅風舞団地３４６号に入

居している借家人が家賃を平成１４年５月分から

滞納しており、本人及び保証人に対して再三にわ

たり納付催告や呼び出しを行ってきたにもかかわ

らず、これら督促に全く応じようとせず、納付の

意思が見られないことから、住宅の明け渡し及び

滞納家賃等の支払いの訴訟を提起したものであり

ます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分したので、同条第２項の規定により御

報告申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

谷内司議員。

報告第１号について〇２１番（谷内 司議員）

お尋ねしたいと思いますけれども、私自身このよ

うな報告、専決処分というのは初めてなものです

ので、間違いがあるかもしれませんけれども、お

許しのほどをお願いいたしたいと思います。
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まず、このことについて２１６一 ０００兆で

すか、この金額があるということを事前に聞かせ

ていただきましたけれども、本当に大変な方だな

と思います。それで、これを見ますと合併前の風

連町時代からの未収金だったそうですけれども、

本当にこんなことはあってはならなかったのです

けれども、この金額を知らされるまで私自身もこ

んなに長い間こんなに多くの金額があるとは知り

ませんでした。そんな中でこれを見てみますと、

専決処分をするのですけれども、もし家を明け渡

すとしたら、この人は行くところがない人だと思

います。そういうときに行くところがなくても強

制執行でというのですか、裁判所に訴えてそれを

するのだと思いますが、それでもそこから明け渡

しを求めることがあるのか、その辺はお聞きした

いのと、またその反面、２１６一兆もなった。こ

のときに私自身監査委員の方にお伺いしたいので

すが、今までの監査報告の中で収入の部について

の監査報告は受けたことございません。また、こ

のような金額になるまでの間に一回でもこのよう

な形で未収金があるというような監査報告を受け

ていたならばそれは理解できるのですが、そのよ

うな報告も一回も受けない中でこのような処分を

するのはいかがかなと、このように思いますが、

その辺はどうですか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

もとの風連町〇建設水道部長（野間井照之君）

時代からあったというふうに私も認識しておりま

すけれども、この間も保証人の方も含めて、この

ように至るまで何回も再三にわたって、夜、昼、

数度にわたって家庭訪問なりをさせていただきま

した。しかし、全然応じていただけるような様子

もなくて、これは風連町の時代からそうだったそ

うでありますから、この際は入居者の公平、公正

な立場から申し上げて、あってはならないことと

いう判断をさせていただきまして、こういう処置

をとらせていただくというふうに思っています。

明け渡した後の入居の件に関しては、これから

裁判、司法のほうにゆだねますけれども、その間

期間がございますから、私どもで対応をするとい

ってもなかなか難しい状況にもございます。何せ

会えない状況にございますから、それも含めて本

人で対応していただくというふうに考えておりま

す。

森山監査委員。〇議長（小野寺一知議員）

２点にわたって御質〇監査委員（森山良悦君）

問を受けたと思います。１点目でございますけれ

ども、収入の部で報告を受けていないということ

でございましたけれども、監査の収入に関する報

告でございますけれども、おおむね３点ございま

す。１つは例月出納検査、２つ目は定期監査、３

つ目は決算審査でございます。いずれも報告につ

いては提出をさせていただいているところでござ

いますし、特に決算審査におきましては１９年度

におきまして総体的に前年より増加の傾向があり

ましたものですから、公平の立場からも徴収等未

収金の圧縮に関しては努力をいただきたいという

ふうに意見を述べているところでございます。

２つ目の個人の部分でございますけれども、個

々の未収に関しては監査委員としては知るすべが

ございませんので、これに関しては大きな傾向と

して先ほど報告申し上げた、そういうふうに御理

解いただければありがたいと思います。

以上です。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかるのですけれど〇２１番（谷内 司議員）

も、２００一兆も７年間も未納にしたら、本当に

外にほっぽり出しても仕方ないのかなと思うので

す。でも、今もう去年の暮れから行われているよ

うに労働者が職を追われてあんなような形になっ

てしまうのかなというのは予測されるのです。そ

のようになったときに、それはそんな心遣いをす

ることはないのかもしれませんけれども、そんな

こともあるので、保証人もいますので、保証人と

の協議の中でそれなりの協議をしてほしいなと、

そんなことを思いますので、その辺をお願いした
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いと思います。

また、監査委員さんの、代表監査から意見があ

りましたけれども、それは個人情報もあるからだ

と思うのですが、ただ私の考えとしてはやはり公

営住宅に入っていると。市営住宅ですから、市の

住宅に入っている、その家賃ですから、やはりそ

の辺はしっかりと金額はともかくとしてもこんな

ようなのがありますよと。できるなら、名前は伏

せておいてもいいのですけれども、これぐらいの

未収金があるよとか、それぐらいの報告ぐらいは

お願いしたいなと思いますけれども、よろしくお

願いしたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

報告第１号を終結いたします。

日程第２９ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

２号 専決処分した事件の報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第２号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の報告について申し上げます。

本件の内容は、平成２０年６月上旬、名寄市内

淵一般廃棄物最終処分場に隣接する名寄市字内淵

３１３番地の圃場におきまして、カラスが移植し

たカボチたの苗を ０９６平方メートルにわたり

引き引き、３７一 ４４６兆の損害が発生いたし

ました。被害を与えたカラスの主な生息場所は一

般廃棄物最終処分場であることから、損害額の９

０今を本市が補償することで地権者との協議が調

ったものであります。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分したので、同条第２項の規定により御報告申

し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第２号を終結いたします。

日程第３０ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

３号 専決処分した事件の報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第３号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、平成２０年２月２８日午後１時

４０分ごろ、旭川市東鷹栖４線２０３２番地１の

道央自動車道におきまして経済部が所管する公用

車が吹雪で視界不良の中、衝突事故を起こした際、

交通事故処理のため道路上を歩いていた相手方を

巻き込み、負傷させたものであります。過失割合

は本市が１００今であり、相手方に対する治療費

及び及謝料を含む損害賠償として本市が１８一

６４０兆を負担することで示談が成立し、和解し

たところであります。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項により御報告

を申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第３号を終結いたします。

日程第３１ 諮問第〇議長（小野寺一知議員）

１号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求

めることについてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

諮問第１号 人権擁護〇市長（島 多慶志君）
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委員の候補者推薦につき意見を求めることについ

て、提案の理由を申し上げます。

人権擁護委員法の規定により、本市には９名の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、平成２１年６月３０日をもって

野田正昭委員が任期満了となります。本件は、再

度同委員を人権擁護委員の候補者として推薦いた

したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り議会の意見を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、明日より３月１５日までの

９日間を休会といたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、明日より３月１５日までの９日間を休

会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ２時１２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 竹 中 憲 之

署名議員 田 中 好 望


